
一
、
序

関
連
概
念
と
論
点

�

国
家
法
の
い
う
と
こ
ろ
の
慣
習
法
と
事
実
た
る
慣
習

�

社
会
規
範
と
し
て
の
慣
習

�

法
の
正
義
追
究
に
伴
う
問
題

二
、
植
民
地
統
治
の
た
め
に
近
代
法
の
用
語
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
た
慣
習

�

台
湾
の
漢
族
の
慣
習

�

台
湾
の
原
住
民
族
の
慣
習

三
、
日
本
の
国
家
主
義
に
基
づ
く
慣
習
立
法
の
排
除
と
慣
習
法
の
抑
圧

�

慣
習
立
法
よ
り
出
で
た
台
湾
政
治
共
同
体
の
最
初
の
民
法
草
案

�

日
本
の
国
家
主
義
が
権
力
を
握
っ
た
日
本
統
治
後
期
の
台
湾
民
事
法

制

(

以
上
、
本
号)

四
、
中
国
の
国
家
主
義
の
下
で
周
辺
化
し
た
台
湾
の
慣
習

�

台
湾
の
漢
族
の
慣
習

１

中
華
民
国
法
制
の
慣
習
に
対
す
る
非
友
好
的
態
度

２

民
事
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
た
る
慣
習
或
い
は
慣
習
法

�

原
住
民
族
の
慣
習

五
、
台
湾
民
主
化
以
後
の
立
法
規
範
及
び
慣
習
の
整
理

�

財
産
法
の
在
地
慣
習
の
受
け
入
れ
と
身
分
法
の
法
伝
統
と
の
別
れ

�

原
住
民
族
の
慣
習
の
国
家
法
化

�

国
家
法
と
の
社
会
の
中
の
法
と
の
対
話

六
、
結
論
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一
、
序

関
連
概
念
と
論
点

�

国
家
法
の
い
う
と
こ
ろ
の
慣
習
法
と
事
実
た
る
慣
習

ま
ず
い
く
つ
か
の
慣
習
と
関
連
す
る
名
詞
の
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
東
ア
ジ
ア
の
法
律
の
世
界
で
使
用
す
る

｢

習
慣｣

と
い
う
言
葉

(

今
日
の
日
本
の
漢
字
表
記
で
は

｢

慣
習｣

と
な

る)

は
、
日
本
の
明
治
初
期
に
西
洋
よ
り
現
代
法

(m
odern

law
,

日

本
の
漢
字
表
記
で
は

｢

近
代
法｣

と
な
る)
を
導
入
し
た
時
に
与
え
た

意
味
に
由
来
す
る
。
明
治
初
期
の
一
八
七
五
年
の
太
政
官
第
一
〇
三
号

布
告

｢

裁
判
事
務
心
得｣

は
第
三
条
で
次
の
よ
う
に
定
め
た
。｢

成
文
の

法
律
な
き
時
は
、
慣
習
に
よ
り
、
慣
習
な
き
時
は
、
法
理
を
推
察
し
て

裁
判
に
よ
る
べ
し｣

、
但
し
当
時
の

｢

慣
習｣

に
対
す
る
理
解
は
江
戸
時

代
以
来
の
裁
判
の
慣
例
を
指
し
た
。
し
か
し
一
八
七
九
年
に
司
法
行
政

当
局
は
こ
の

｢

慣
習｣

を
民
間
の
慣
習
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
修
正
し

た
。
即
ち
民
法
上
認
め
ら
れ
る
人
民
の
こ
れ
ま
で
の
慣
行
、
及
び
官
と

民
の
間
の
こ
れ
ま
で
の
慣
行
の
中
の
法
理
に
違
反
し
な
い
も
の
と
し
、

明
確
に
慣
習
と
は
民
間
に
存
在
す
る
も
の
で
官
の
も
の
で
は
な
く
、
且

つ
官
は
法
理
に
違
反
し
な
い
慣
習
を
適
用
す
る
の
み
で
あ
る
と
定
め
た
。

こ
の
変
更
は
江
戸
時
代
の
裁
判
慣
例
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
ゆ

え
に
慣
習
と
は
日
本
の
民
間
の
規
範
を
指
す
も
の
と
な
り
、
且
つ
西
洋

の
近
代
法
の

｢

法
理｣

に
違
反
し
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
、
国
家
の
権

威
は
適
用
で
き
る
の
で
あ
る
。
司
法
行
政
当
局
は
こ
れ
に
よ
り
西
欧
法

の
法
理
を
参
考
に
、
各
地
の
法
院
に
個
別
事
案
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に

裁
判
す
る
か
を
指
示
し
た

(

１)

。
換
言
す
れ
ば
、
近
代
法
を
採
用
す
る
と
の

大
き
な
方
針
の
下
で
、
社
会

(society)

の
慣
習
と
国
家
の
法
律

(

以

下

｢

国
家
法｣

state
law

と
称
す)

が
言
う
と
こ
ろ
の
慣
習
は
、
異
な

る
二
つ
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
の
慣
習
か
ら
近
代
法
の

｢

法
理｣

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
よ
う
や
く
国
家
法
上
の

慣
習
と
な
る
の
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
続
け
て
西
洋
の
強
権
の
領
事
裁

判
権
を
排
除
す
る
た
め
に
、
一
つ
の
学
び
や
す
い
法
律
解
釈
の
適
用
方

法
を
取
り
入
れ
、
西
欧
と
同
様
の
法
典
を
制
定
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

近
代
の
法
理
と
概
念
の
再
解
釈
を
し
た
前
述
の
法
律
上
の
慣
習
を
日
本

の

｢

普
通
法｣

(com
m
on
law
,

ま
た
は

｢

共
通
法｣

と
も
訳
し
う
る)

と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(

２)

。
実
は
一
九
世
紀
初

め
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
が
制
定
さ
れ
た
時
な
ど
は
、
取
り
入
れ
ら
れ
た
の

は
ロ
ー
マ
法
の
外
、
な
お
フ
ラ
ン
ス
自
身
の
慣
習
規
範
を
含
ん
で
い
た

の
で
、
ロ
ー
マ
法
と
慣
習
規
範
が
衝
突
し
た
時
、
当
時
の
個
人
主
義
と

自
由
主
義
法
制
観
念
を
基
準
と
し
て
選
択
が
な
さ
れ
た

(

３)

。
し
か
し
明
治

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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の
日
本
は
法
典
を
制
定
す
る
時
は
か
な
り
大
き
く
自
己
の
慣
習
を
抑
圧

し
た
の
で
あ
る
。
日
本
は
西
欧
式
の
民
法
典
を
制
定
し
た
時
、
概
念
上

財
産
法
と
身
分
法

(

日
本
で
は

｢

家
族
法｣

と
称
す)

に
分
け
、
且
つ

総
則
、
物
権
、
債
権
の
三
編
は
国
際
、
つ
ま
り
西
欧
の
基
準
に
合
致
さ

せ
、
日
本
自
身
の
慣
習
規
範
を
排
斥
し
た
。
親
族
と
相
続
の
二
編
だ
け

は
い
く
つ
か
の
近
代
の
法
理
と
概
念
の
再
解
釈
を
経
た
日
本
の
慣
習
を

法
の
条
文
に
変
え
て
、
法
典
の
一
部
と
な
す
こ
と
を
考
え
た

(

４)

。
こ
れ
が

社
会
の
慣
習
を
制
定
法
と
す
る
時
に
実
質
規
範
の
中
味
に
つ
い
て
参
考

と
す
る
根
拠
で
あ
り
、
以
下
で

｢
慣
習
立
法｣

と
言
う
も
の
と
す
る
。

日
本
の
一
九
世
紀
の
末
に
通
称

｢

六
法｣
た
る
法
典
の
体
系
を
完
成
し

た
後
、
国
家
法
の
基
本
的
態
度
は
社
会
の
慣
習
が
も
し
法
規
範
と
し
て

受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
、
い
ず
れ
も
民
法
上
の
、
特
に
親
族
・
相
続
両

編
上
の
条
文
に
転
化
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
立
法
上
条

文
に
入
れ
ら
れ
な
い
慣
習
は
、
原
則
と
し
て
時
宜
に
合
わ
な
い
或
い
は

重
要
で
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

社
会
の
慣
習
は
大
陸
法
と
英
米
法
の
二
つ
の
法
系
を
含
む
近
代
法
の

中
で
、
た
だ
特
定
の
状
況
の
下
で
国
家
の
主
権
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

｢

法
源｣

と
な
る
。
西
洋
文
明
に
源
を
発
す
る
近
代
法
学
は
、
法
の
源
に

対
し
て
は
哲
学
・
歴
史
及
び
国
家
法
上
の
形
式
に
従
っ
て
観
察
で
き
る

(

５)

。

も
し
哲
学
の
角
度
か
ら
、
法
が
効
力
を
生
じ
て
人
々
を
拘
束
す
る
根
源

を
探
究
す
る
な
ら
、
法
は
自
然
法

(natural
law
)

と
実
証
法

(

日
本

の
漢
字
表
記
で
は

｢

実
定
法｣

と
な
るpositive

law
)

に
分
け
ら
れ

る
。
経
験
を
超
え
て
認
識
さ
れ
る
い
つ
の
時
代
で
あ
ろ
う
と
も
普
遍
的

で
あ
る
正
義
の
生
み
出
す
法
が
、
即
ち
自
然
法
で
あ
り
、
自
然
法
論
者

は
自
然
法
は
規
範
レ
ベ
ル
で
は
実
定
法
の
上
に
位
置
す
る
と
考
え
る
。

ま
た
実
定
法
は
国
家
主
権
者
に
よ
り
制
定
或
い
は
承
認
さ
れ
る
現
実
的

で
実
証
的
経
験
上
効
力
を
具
え
て
い
る
法
で
あ
り
、
法
実
証
主
義
者
は

実
定
法
の
み
を
法
と
考
え
る

(

６)

。
本
稿
の
議
論
の
対
象
は
社
会
の
慣
習
で

あ
る
の
で
、
相
対
的
に
国
家
の
行
為
を
考
察
す
る
た
め
に
、
実
定
法
を

｢

国
家
法｣

と
称
す
る
。
も
し
歴
史
の
角
度
か
ら
、
法
の
発
生
或
い
は
形

成
の
淵
源
を
探
究
す
る
な
ら
、
前
述
の
日
本
社
会
の
慣
習
が
転
化
し
て

法
律
の
条
文
と
な
っ
た
も
の
、
即
ち
慣
習
立
法
の
産
物
は
、｢

固
有
法｣

と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
近
代
式
の
法
典
に
対
応
さ
せ
る
と
、

他
国
の
社
会
が
生
み
出
し
た
法
を
自
国
の
法
律
の
条
文
の
内
容
に
取
り

入
れ
る

｢

継
受
法｣

で
あ
る
。

と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
も
し
国
家
法
上
の
形
式
か
ら
法
の
源
を
観

察
す
る
な
ら
、
ま
ず
制
定
法

(statute)

、
慣
習
法
、
判
例
法

(case

law
)

等
の
概
念
を
整
理
し
て
か
ら
、
社
会
の
慣
習
の
国
家
法
上
の
位

置
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
法
は
一
般
の
人
々
に

普
遍
的
に
適
用
さ
れ
る

(

同
じ
事
件
は
同
じ
処
理
を
す
る)

規
則

翻 訳
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(rule)

を
具
え
る
と
理
解
さ
れ
、
法
の
適
用

(

司
法
或
い
は
行
政
の
作

用
に
属
す
る)

は
こ
の
規
則

(

あ
る
構
成
要
件
を
具
え
る
な
ら
あ
る
法

律
効
果
を
も
つ)

を
、
法
的
三
段
論
法
上
の

｢

大
前
提｣

と
し
、
そ
し

て
個
別
事
件
の
す
で
に
こ
の
規
則
に
当
て
は
ま
る
構
成
要
件
を

｢

小
前

提｣

と
し
、
ゆ
え
に
こ
の
規
則
の
法
律
効
果
を

｢

結
論｣

と
す
る
、
即

ち
法
律
判
断

(

裁
判
或
い
は
行
政
処
分)

の
結
果
と
す
る
の
で
あ
る
。

国
家
の
立
法
機
関
に
よ
り
一
定
の
手
続
き
を
経
て
文
字
に
よ
っ
て
こ
れ

ら
の
規
則
を
書
い
た
の
が

(｢
成
文｣)

、
即
ち

｢

制
定
法｣

で
あ
り
、
法

院
に
よ
り
個
別
事
件
を
審
査
す
る
時
に
も
と
も
と
書
か
れ
て
い
な
い

(｢

不
文｣)

規
則
を
発
見
す
る
の
が
、
即
ち
判
例
法
で
あ
る
。
英
米
法
系

の
国
家
は
こ
れ
を
法
源
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
が
、
し
か
し
大
陸
法
系

の
国
家
は
こ
れ
を
認
め
て
い
な
い
。
大
陸
法
系
の
下
で
は
、
よ
っ
て
制

定
法
が
社
会
の
慣
習
は
上
述
の
規
則
と
な
り
う
る
と
述
べ
て
初
め
て
、

司
法
及
び
行
政
上
個
別
事
件
に
適
用
で
き
る
。
こ
の
時
そ
れ
は
法

(

規

則)

の
性
格
を
具
え
た

｢

慣
習
法｣

で
あ
り
、
そ
れ
は
前
も
っ
て
文
字

化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、｢

不
文｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
言
及

す
る
国
家
法
は
い
ず
れ
も
大
陸
法
系
を
採
っ
て
い
る
の
で
、
ゆ
え
に
以

下
で
は
大
陸
法
系
の
国
家
の
状
況
を
検
討
す
る
の
み
で
、
英
米
の
判
例

法
と
慣
習
の
関
係
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
も
し
制
定
法
の

法
律
条
文
が

｢

慣
習｣

を
法

(

規
則)

の
内
容
の
一
部
と
す
る
と
、
法

の
適
用
を
進
め
る
時
、
準
拠
す
る
も
の
は
こ
の
成
文
の
法

(

規
則)

で

あ
り
、
上
述
の
法
的
三
段
論
法
上
の

｢

大
前
提｣

と
な
る
慣
習
法
で
は

な
い

(

７)

。
以
下
論
ず
る
と
こ
ろ
の

｢

慣
習
法｣

は
、
こ
の
定
義
の
下
で
の

慣
習
法
を
指
す
と
、
言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
日
本
の
明
治
時
期
の
国
家
法
で
、
具
体
的
な
説
明
を
す
る
。

制
定
法
で
あ
る

｢

法
例｣

は
、
適
用
で
き
る
法

(

規
則)

が
一
つ
に
止

ま
ら
ず
相
互
に
衝
突
す
る
時
は
何
に
準
拠
す
べ
き
か
を
定
め
、
ま
た
ど

ち
ら
が
準
拠
法

(governing
law
)

と
な
る
か
を
決
め
て
い
る
。｢

法

例｣

第
二
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、｢

公
共
の
秩
序
と
善
良
の
風
俗
に
違
反

し
な
い｣

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
も
し

｢

法
令
の
規
定
に
よ
り
認
め
ら

れ
る｣

或
い
は

｢

法
令
中
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
事
項
に
関
し
て｣

は
、

｢

慣
習｣

が
即
ち

｢

法
律
と
同
一
の
効
力｣

を
も
つ
。
換
言
す
れ
ば
、
こ

の
慣
習
は
法
律
と
同
様
に
法
律
適
用
時
に
法
的
三
段
論
法
上
の

｢

大
前

提｣

と
な
る
法

(

規
則)

の
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
前
述
の

｢

慣

習
法｣

で
あ
る
。
こ
れ
と
は
異
な
り
、
日
本
の
民
法
第
九
二
条
に
記
す

｢

慣
習｣

は
、
性
質
上
法
の
適
用
時
の
法

(

規
則)

で
は
な
く
学
説
上
で

言
う
と
こ
ろ
の

｢

事
実
た
る
慣
習｣

で
あ
る

(

８)

。
こ
の
民
法
第
九
二
条
に

よ
れ
ば

｢

公
共
の
秩
序
に
関
わ
ら
な
い
法
令
規
定
と
異
な
る
慣
習｣

、
即

ち

｢

任
意
規
定｣

と
異
な
る
慣
習
は
、
も
し

｢

法
律
行
為
の
当
事
者
が

こ
の
慣
習
に
よ
る
意
思
が
あ
る
な
ら｣

即
ち
こ
の
慣
習
に
従
う
。
ゆ
え
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に
こ
の
条
文
は
法
律
行
為
に
関
し
て
い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
の
規
定
で

あ
り
、
た
だ
法
律
行
為
と
関
連
す
る
慣
習
に
つ
い
て

(

そ
の
他
の
慣
習

に
及
ば
な
い)

、
当
事
者
が
そ
れ
に
よ
る
こ
と
を
願
う
時
に
の
み
、
法
律

行
為
を
解
釈
す
る
内
容
の
根
拠
と
な
り
、
且
つ
ま
た
こ
の
範
囲
の
中
で

慣
習
は
任
意
規
定
に
優
先
す
る
と
言
え
る

(

９)

。
日
本
の
民
法
第
九
二
条
の

言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の

｢

慣
習｣

と
言
う
の
は

｢

法｣

に
到

ら
ぬ
程
度
で
あ
り
、
ま
た
な
お

｢

普
遍
的
に
一
般
の
人
々
に
適
用｣

さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
法
律
行
為
の

｢

当
事
者
が
こ
の
慣
習
に
従
う
意
思

が
あ
っ
て｣

初
め
て
当
事
者
を
拘
束
で
き
る
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

戦
前
の
日
本
は
よ
っ
て
民
法
学
説
上

｢
慣
習
法｣

と

｢

事
実
た
る
慣
習｣

を
分
け
た
の
で
あ
る
。
当
時
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
学
者
も
い
た
。
慣

習
法
は
当
事
者
が
知
悉
し
て
い
る
か
ど
う
か
或
い
は
こ
れ
に
従
う
つ
も

り
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
事
実
た
る
慣
習
は
当
事
者
が
知
悉
し
て
お
り

こ
れ
に
従
う
意
志
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
例
外
と
し
て
日
本
民
法
第
五

二
六
条
の
第
二
項
の

｢

取
引
上
の
慣
習｣

は
事
実
た
る
慣
習
で
あ
る
が
、

当
事
者
の
意
思
の
如
何
を
問
わ
ず
す
べ
て
適
用
す
る

(

�)

。
た
だ
こ
こ
で
言

う
の
は
日
本
の
国
家
法
に
基
づ
い
て
立
論
す
る
だ
け
で
、
な
お
例
外
の

状
況
が
あ
る
の
は
免
れ
な
い
。
日
本
の
従
来
の
通
説
は

｢

法
的
確
信｣

と
い
う
概
念
を
用
い
、
そ
れ
で
慣
習
法
は
社
会
で

｢

法
的
確
信｣

を
具

え
、
即
ち
社
会
の
一
般
の
人
々
は
そ
れ
は

｢

法｣

と
同
様
に
普
遍
的
に

遵
守
さ
れ
る
べ
き
だ
と
確
信
し
て
お
り
、
事
実
た
る
慣
習
は
こ
の
よ
う

な
確
信
が
な
く
て
よ
い
と
す
る

(

�)

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

｢

法
的
確
信｣

の
中
の

｢

法｣

は
明
確
な
準
拠
は
な
く
、
ゆ
え
に
そ
の
説
は

｢

一
般
の

人
々
が
あ
る
種
の
意
識
を
具
え
て
い
る
か
ど
う
か｣

に
対
す
る
経
験
的

事
実
判
断
で
あ
り
、｢

法
規
範
に
な
る
べ
き
か
ど
う
か｣

に
対
す
る
価
値

判
断
を
言
う
も
の
で
は
な
い

(

�)

。

上
述
の
明
治
か
ら
の
日
本
の
国
家
法
の
社
会
の
慣
習
に
対
す
る
態
度

と
用
語
は
、
大
体
日
本
の
植
民
地
の
台
湾

(

一
八
九
五
―
一
九
四
五
、

植
民
の
母
国
は
な
お
若
干
の
差
異
が
あ
る
が
、
後
で
詳
述
す
る)

に
ま

で
及
ん
で
お
り
、
且
つ
か
な
り
ま
と
ま
っ
て
日
本
統
治
の
台
湾
と
大
体

同
じ
時
期
の
清
末
と
民
国
時
代

(

一
九
一
一
―
一
九
四
九)

の
中
国
に

伝
わ
っ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
、
一
九
三
〇
年
代
の
中
国
法
学
界
の
多
数

の
学
者
は
、
私
法
の
範
囲
内
で
の
み
慣
習
は
法
源
と
な
り
う
る
が
、
公

法
の
範
囲
内
で
は
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
た
の
で

(

�)

、
ゆ
え
に
明
治
の
日

本
を
踏
襲
し
て
近
代
の
国
家
法
中
の
原
則
上
で
は
社
会
の
慣
習
を
排
斥

す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
次
い
で
、
当
時
の
中
国
の
民
法
学
者
は
み
な
国

家
の
民
事
法
上
は

｢

慣
習
法｣

の
み
が
法
源
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
、
且
つ
い
わ
ゆ
る

｢

慣
習
法｣

は
慣
習

(

或
い
は

｢

事
実
た
る
慣

習｣

と
称
す)

で
あ
っ
て
法
的
効
力
の
あ
る
も
の
と
考
え
た

(

�)

。
当
時
の

通
説
は
慣
習
法
は
四
つ
の
要
件
を
具
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
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�｢

慣
習｣

(

或
い
は

｢

慣
行｣

と
称
す)

が
存
在
す
る
に
は
、
即
ち
同

一
種
類
の
事
に
関
し
て
継
続
し
て
一
地
方
或
い
は
一
団
体
に
通
用
し
て

い
る
準
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�
公
序
良
俗
に
違
反
し
て
は
な
ら

ず
、
こ
れ
は
中
華
民
国
民
法
の
第
二
条
の
明
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�
法
律
の
定
め
て
い
な
い
事
項
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
中
華
民
国
民
法

の
第
一
条
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。｢

民
事
の
、
法
律
の
定

め
ざ
る
は
、
慣
習
に
よ
る｣
。
�
国
家
が
承
認
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
れ
は
国
家
に
よ
っ
て
強
制
力
を
以
て
慣
習
法
を
執
行
す
る
の
で
あ
る

(

�)

。

上
述
の
第
一
項
の
要
件
の
由
来
は
、
慣
習
法
中
の
慣
習
は

｢

権
利
義
務

の
関
係
を
定
め
る
社
会
規
範｣

、｢

法
律
に
基
づ
く
こ
と
の
必
要
観
念｣

、

｢

法
の
観
念
が
あ
っ
て
、
そ
の
慣
習
が
法
で
あ
る
と
信
じ
て
こ
れ
を
守
る｣

、

そ
し
て

｢

法
の
意
味
、
即
ち
一
般
に
そ
の
慣
習
が
法
的
効
果
を
有
し
こ

れ
を
守
る｣

と
考
え
ら
れ
、
そ
う
で
な
け
れ
ば

｢

事
実
た
る
慣
習｣

(

或

い
は

｢

事
実
た
る
慣
例｣

と
称
す)

に
す
ぎ
ず
、
例
え
ば
正
月
・
誕
生

日
・
冠
婚
葬
祭
時
の
親
戚
・
友
人
へ
の
贈
り
物
や
旅
館
或
い
は
風
呂
の

チ
ッ
プ
等
は
、｢

単
純
な
る
事
実｣

に
す
ぎ
な
い

(

�)

。
本
稿
は
そ
の

｢

法
の

観
念｣

或
い
は

｢

法
の
意
味｣

を
欠
く
も
の
に
対
し
て
は
、
簡
単
に

｢

事
実
た
る
慣
習｣

と
称
す
。

中
華
民
国
の
時
代
の
中
国
の
法
学
界
は
こ
の
た
め
日
本
の
学
界
の
通

説
を
踏
襲
し
、
法
律
の
概
念
上
は
い
わ
ゆ
る

｢

法
的
確
信｣

が
あ
る
な

ら
慣
習
法
と
す
べ
き
で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
事
実
た
る
慣
習
で
あ
る
と

考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
華
民
国
の
立
法
上
の
規
定
は
日
本
と
同

じ
で
あ
る
ば
か
り
か
、
日
本
の

｢

法
例｣

中
の
大
部
分
の
条
文
は
中
華

民
国
法
上
は
渉
外
事
件
の
準
拠
法
に
関
し
て
定
め
る

｢

渉
外
民
事
法
律

適
用
法｣

で
あ
る
。
且
つ
中
華
民
国
民
法
の
総
則
編
の
第
一
条
は

｢

法

律
の
定
め
ざ
る
も
の
は
、
慣
習
に
よ
る｣

と
の
み
言
い
、
慣
習
法
は
法

律
を
補
充
す
る
効
力
を
も
つ
と
し
て
お
り
、
日
本
の

｢

法
例｣

第
二
条

が

｢

法
令
中
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
事
項
に
関
し
て｣

の
外
さ
ら
に

｢

法
令
の
規
定
に
よ
り
認
め
ら
れ
る｣

が
あ
る
の
と
は
異
な
る
。
し
か
し

日
本
留
学
経
験
の
あ
る
中
国
の
学
者
は
や
は
り
次
の
よ
う
に
言
う
。｢

法

律
に
別
に
特
別
の
明
文
が
あ
る
な
ら
、
こ
の
時
は
則
ち
慣
習
法
は
成
文

法
に
優
先
す
る
効
力
を
も
つ

(

�)｣

。
ま
た
中
華
民
国
の
民
法
は
ま
た
日
本
の

民
法
第
九
二
条
の
規
定
と
は
異
な
る
が
、
し
か
し
中
華
民
国
期
の
中
国

の
法
学
界
は
や
は
り
日
本
の
学
説
に
従
い
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
即
ち

任
意
規
定
は
も
と
も
と
意
思
表
示
に
よ
っ
て
適
用
を
避
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
、
当
事
者
の
意
思
表
示
は
即
ち
事
実
た
る
慣
習
に
よ
り
補
充

或
い
は
解
釈
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
事
実
た
る
慣
習
は
任
意
規
定
を
排
除

で
き
る
。
し
か
し
も
し
法
律
条
文
の
中
で
す
で
に
事
実
た
る
慣
習
が
任

意
規
定
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
と
定
め
て
い
る
な
ら
、
当
然
各
条
文

の
規
定
に
従
う

(
�)

。
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前
掲
の
中
華
民
国
期
の
法
学
界
の
観
念
と
用
語
は
、
第
二
次
大
戦
後

に
台
湾
に
持
ち
込
ま
れ
、
現
在
の
台
湾
の
法
学
界
に
そ
の
ま
ま
続
い
て

い
る
。
戦
後
形
成
さ
れ
た
台
湾
の
第
一
世
代
の
法
学
者
の
大
多
数
は
中

華
民
国
時
代
の
中
国
よ
り
や
っ
て
来
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
一
九
四
五
年

の
後
に
台
湾
の
国
家
法
と
な
っ
た
中
華
民
国
法
上
の
慣
習
に
対
し
て
は
、

自
然
に
一
九
三
〇
年
代
の
中
国
法
学
界
の
見
解
が
続
い
て
い
っ
た
。
少

数
の
台
湾
在
住
の
か
つ
て
の
日
本
の
法
学
の
訓
練
を
受
け
た
も
の
は
、

や
は
り
す
で
に
そ
の
源
と
し
て
の
戦
前
の
日
本
法
学
界
の
慣
習
に
関
す

る
論
述
を
受
け
入
れ
て
い
た

(

�)

。
よ
っ
て
国
家
法
の
形
式
上
の
法
源
は
、

即
ち
各
々
の
法
領
域
の
制
定
法
か
ら
成
る

｢
六
法
体
系｣

で
あ
っ
た

(

�)

。

台
湾
社
会
の
慣
習
は
国
家
法
上
、
ほ
ぼ
民
事
実
体
法
の
領
域
に
あ
り
、

且
つ
民
法
上
は
�
民
事
事
項
の
補
充
的
な
法
源
で
あ
る

｢

慣
習
法｣

(

民

法
第
一
条
に
よ
る)

、
及
び
�
法
的
確
信
を
欠
く
が
、
当
事
者
の
意
思
表

示
を
補
充
し
或
い
は
解
釈
で
き
る

｢

事
実
た
る
慣
習｣

と
い
う
二
つ
の

も
の
と
し
て
現
れ
た
。
中
華
民
国
民
法
の
総
則
編
・
債
編
・
物
権
編
の

中
に
、
少
数
の
民
事
財
産
法
に
関
す
る
任
意
規
定
の
条
文
中
に

｢

別
に

慣
習
あ
る
は
、
そ
の
慣
習
に
よ
る
／
従
う｣

と
定
め
る
も
の
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の

｢

慣
習｣

は
以
後
事
実
た
る
慣
習
と
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
法
律
条
文
を
法
の
適
用
上
の
法
源
と
す
る
と
い
う
状
況
の
下

で
、
実
際
上
規
範
的
作
用
を
生
む
の
で
あ
る

(

�)

。

�

社
会
規
範
と
し
て
の
慣
習

改
め
て
国
家
法
の
慣
習
に
対
す
る
態
度
を
考
察
す
る
時
、
ま
ず
人
文

社
会
科
学
の
角
度
か
ら
す
る
と
慣
習
と
は
一
体
何
か
を
は
っ
き
り
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
。
一
種
の
社
会
規
範
と
し
て
の
慣
習
は
、
社
会
で
一
般

の
人
々
が
あ
る
種
の
状
況
下
で
、
あ
る
種
の
行
為
を
な
す
べ
き
と
考
え
、

そ
の
結
果
こ
の
き
ま
り
或
い
は
規
範
と
い
う
も
の
が
、
社
会
生
活
の
中

で
何
度
も
反
復
し
て
現
れ
る
こ
と
を
指
す

(

�)

。
こ
の
た
め
慣
習
が
一
般
的

規
範
と
し
て
の
性
格
を
具
え
る
こ
と
は
、
一
ま
と
ま
り
の
民
族
集
団

(ethnic
group)

或
い
は
特
定
地
域
ま
た
は
職
業
の
作
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

(com
m
unity)

内
の
構
成
員
の
共
通
認
識

(consensus)

で
あ
り
、

一
定
の
表
現
形
式
或
い
は
文
字
化
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
制
定
法
が
文

字
で
表
わ
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
法
律
の
公
布
・
施
行
或
い
は
廃
止
に
よ
っ

て
そ
れ
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
が
わ
か
る
の
と
は
異
な
る
。
ま
し
て
社

会
の
共
通
認
識
は
や
は
り
流
動
性
が
あ
り
、
ま
た
即
ち
過
去
と
現
在
で

区
別
が
あ
る
。
慣
習
規
範
に
よ
っ
て
社
会
で
形
成
さ
れ
た
共
通
認
識
は
、

お
そ
ら
く
特
定
種
族
の
文
化
の
人
々
が
長
期
に
わ
た
っ
て
行
な
っ
た
も

の
な
の
で
、
即
ち
こ
れ
ら
の
規
範
の
正
当
性
は
伝
統
に
由
来
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
本
稿
は
こ
れ
を

｢

法
伝
統｣

(legal
tradition)

と
称
す

翻 訳
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る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、
法
伝
統
は
後
に
ま
た
お
そ
ら
く
新
た
な
思

潮
の
衝
撃
を
受
け
て
そ
の
共
通
認
識
性
を
失
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
例
え

ば
漢
族
は
も
と
も
と
家
産
は
女
子
に
伝
え
な
い
法
伝
統
が
あ
っ
た
が
、

実
証
的
調
査
は
、
今
の
台
湾
の
漢
族
社
会
で
は
わ
ず
か
四
〇
％
の
少
数

者
が
こ
の
や
り
方
を
支
持
す
る
の
み
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
法
伝
統

は
す
で
に
今
や
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
慣
習
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
た
め
過
去
の
法
伝
統
に
存
在
す
る
も
の
を
直
接
に
今
日
の

慣
習
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
な
お
社
会
の
一
般
の
人
々
が
や
は
り

そ
れ
を
規
範
と
受
け
取
る
共
通
認
識
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
或
い
は
ま
さ
に
社
会
の
慣
習
の
内
容
が
不
文
性
・
流

動
性
を
も
つ
も
の
な
の
で
、
ゆ
え
に
現
代
法
は
法
的
生
活
の
準
拠
と
な

る
慣
習
規
範
が
、
国
家
司
法
或
い
は
行
政
の
、
時
に
は
立
法
機
関
の
認

定
さ
え
も
経
る
こ
と
を
要
求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
の
明
確
性
と
予
測

可
能
性
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

慣
習
規
範
と
し
て
の
社
会
の
共
通
認
識
は
、
ま
た
長
期
施
行
さ
れ
た

一
つ
の
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た

(

す
で
に
効
力
を
失
っ
た)
国

家
法
に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
現
在
台
湾
の
銀
行
界
に

一
般
的
に
存
在
す
る

｢

最
高
限
度
額
抵
当
権｣

を
設
定
す
る
と
い
う
や

り
方
は
、
こ
れ
は
台
湾
の
漢
族
或
い
は
原
住
民
の
法
伝
統
で
は
な
く
、

日
本
人
の
法
伝
統
で
あ
っ
て
、
一
九
四
五
年
以
前
の
台
湾
で
日
本
人
の

も
た
ら
し
た
法
制
度
を
施
行
し
た
の
で
、
台
湾
で
の
長
期
の
運
用
を
経

て
社
会
の
共
通
認
識
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
印
鑑
を
渡
し
て
他
人
に

委
せ
て
自
己
の
法
律
行
為
と
す
る
の
も
ま
た
、
も
う
一
つ
の
日
本
統
治

時
期
の
長
期
の
法
律
運
用
か
ら
広
ま
っ
た
今
日
の
台
湾
社
会
の
慣
習
で

あ
る

(

�)

。
た
だ
今
す
で
に
効
力
を
失
っ
て
い
る
旧
国
家
法
の
内
容
が
、
こ

れ
ら
の
旧
い
法
規
範
は
現
在
の
社
会
の
一
般
の
人
々
が
な
お
遵
守
す
べ

き
と
い
う
共
通
認
識
を
も
っ
て
い
る
の
で
慣
習
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
と
は
、
や
は
り
混
同
し
て
は
い
け
な
い
別
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九

六
〇
年
代
の
台
湾
の
司
法
行
政
当
局
の
作
っ
た

『

臺
灣
民
事
習
慣
調
査

報
告

(

�)』

は
、
日
本
統
治
時
期
の
最
終
審
の
法
院
の
判
決
例
に
よ
り
、
即

ち
今
や｢

旧
国
家
法｣

の
内
容
、
或
い
は
日
本
統
治
時
期
の
学
術
論
文
・

著
作
の
当
時
の
慣
習
法
に
対
す
る
見
解(

当
時
の｢

無
権
解
釈｣)

に
よ
っ

て
、
日
本
統
治
時
期
の
親
族
・
相
続
の
慣
習
の
根
拠
を
認
定
す
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
慣
習
は
流
動
性
を
も
つ
の
で
、
ゆ
え
に
日
本
統

治
時
期
の
慣
習
は
現
在
の
慣
習
と
決
し
て
等
し
く
は
な
い
の
で
あ
る

(

�)

。

ま
た
五
〇
余
年
を
経
た
今
日
は
、
も
し
再
び
一
九
六
〇
年
代
に
作
っ
た

調
査
報
告
に
よ
っ
て
今
日
の
慣
習
の
根
拠
を
認
定
す
る
な
ら
、
同
じ
く

慣
習
が
お
そ
ら
く
過
去
と
現
在
で
異
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
軽
視
し
て

い
る
。
よ
っ
て
法
院
は
法
条
文
上
の

｢

慣
習
に
よ
る｣

の
指
示
に
よ
っ

て
、
関
連
す
る
慣
習
の
内
容
を
確
認
す
る
つ
も
り
で
あ
る
時
は
、
現
在

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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の
社
会
上
の
あ
る
民
族
集
団
或
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
こ
れ
に
対
し
て

な
お
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
共
通
認
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と

を
い
か
に
調
査
す
る
か
に
引
き
替
え
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
民
事
習
慣
調

査
報
告
を
引
用
し
て
仕
舞
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
司

法
行
政
機
関
は
ま
た
適
時
法
官
が
慣
習
法
の
認
定
を
進
め
る
こ
と
を
支

援
せ
ね
ば
な
ら
な
い

(

�)
。

慣
習
が
い
か
に
調
査
を
通
じ
て
文
字
と
な
っ
て
現
れ
る
か
は
、
か
な

り
複
雑
な
こ
と
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
国
々
は
大
陸
法
系
の
現
代
法
を

導
入
し
た
時
、
通
常
は
慣
習
調
査
を
行
な
っ
た
。
日
本
は
か
つ
て
本
土
、

沖
縄
、
台
湾
、
そ
し
て
中
国
の
関
東
州
、
華
北
、
満
州
国
等
の
地
で
、

社
会
の
中
の
各
民
族
集
団

(ethnic
group)
或
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

(com
m
unity)

の
慣
習
を
調
査
し
た

(

�)

。
中
国
は
現
代
の
民
法
典
の
起

草
の
過
程
で
、
北
洋
政
府
は
各
省
の
民
商
事
慣
習
を
調
査
し
た
こ
と
が

あ
り

(

�)

、
今
ま
た
学
者
の
中
に
は
中
国
内
の
各

｢

少
数
民
族｣
の
慣
習
を

調
査
す
る
も
の
も
あ
る

(

�)

。
国
家
機
関
が
或
い
は
そ
の
委
託
を
受
け
て
慣

習
調
査
を
行
な
う
時
、
総
じ
て
調
査
に
従
事
す
る
目
的
に
基
づ
い
て
慣

習
の
内
容
を
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
最
も
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
前
述
の

国
家
法
上
の
慣
習
法
或
い
は
事
実
た
る
慣
習
を
認
定
す
る
た
め
に
、
現

代
法
の
概
念
及
び
語
彙
を
使
っ
て
社
会
の
一
般
の
人
々
の
日
常
言
語
を

以
て
形
成
さ
れ
る
慣
習
を
読
み
換
え
る
こ
と
で
あ
る
。
学
者
が
慣
習
調

査
を
行
な
う
時
は
、
も
し
法
学
者
で
あ
る
な
ら
、
国
家
機
関
の
委
託
を

受
け
た
も
の
は
す
で
に
前
で
述
べ
た
よ
う
に
、
た
と
え
学
術
研
究
目
的

よ
り
調
査
を
な
す
と
し
て
も
、
常
に
自
覚
せ
ず
に
そ
の
最
も
よ
く
知
る

法
学
上
の
概
念
で
慣
習
を
描
く
の
で
あ
る
。
法
学
以
外
の
人
文
社
会
科

学
研
究
に
至
っ
て
は
、
通
常
は
ま
た
そ
の
学
問
分
野
の
中
心
と
な
る
関

心
か
ら
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
そ
の
学
問
分
野
の
専
門
用
語
を
使
っ
て
慣

習
の
中
身
を
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
の
た
め
に
同

じ
民
族
集
団
或
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
慣
習
が
、
異
な
る
調
査
、
異
な

る
年
代
に
書
か
れ
た
報
告
の
中
で
、
お
そ
ら
く
異
な
っ
た
文
字
で
現
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
探
究
す
る
つ
も
り
な
の
は
国
家

法
は
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
べ
き
か
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
慣
習
の
現

代
法
と
関
連
す
る
側
面
に
か
な
り
関
心
が
あ
る
。
し
か
し
法
と
社
会

(law
and
society)

に
基
づ
く
研
究
方
法
は
、
法
学
概
念
或
い
は
語

彙
を
使
用
し
な
い
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。

�

法
の
正
義
追
究
に
伴
う
問
題

問
題
と
な
る
出
発
点
は
、
あ
る
特
定
の
慣
習
の
規
範
的
効
力
は
、
お

そ
ら
く
社
会
上
に
な
お
存
在
す
る
が
、
国
家
機
関
は
認
め
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
主
権
国
家
が
法
の
制
定
、
承
認
、
執
行
を

翻 訳
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独
占
す
る
権
威
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
も
し
国
家
が
司
法
或
い
は

行
政
上
慣
習
法
或
い
は
事
実
た
る
慣
習
の
概
念
を
通
し
て
慣
習
の
規
範

的
効
力
を
承
認
せ
ず
、
ま
た
立
法
上
慣
習
立
法
の
方
式
に
よ
り
慣
習
の

中
身
を
制
定
し
て
法
律
条
文
に
し
な
い
な
ら
、
慣
習
は
国
家
の
強
制
力

の
後
ろ
盾
の
な
い
状
況
の
下
で
、
社
会

(

各
民
族
集
団
或
い
は
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ)

の
中
で
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
国
家
に
祝
福
さ
れ

な
い
慣
習
は
、
社
会
の
構
成
員
の
行
為
に
対
し
て
一
定
の
指
導
的
効
力

を
有
し
、
ゆ
え
に
も
し
国
家
を
唯
一
の
法
の
源
と
し
な
い

｢

法
多
元
主

義｣
(legal

pluralism
)

の
観
点
に
従
え
ば
、
や
は
り

｢

法｣

と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
た
だ
規
範
の
適
用
さ
れ
る
社

会
の
一
般
の
人
々
の
自
発
的
遵
守
に
頼
る
の
み
か
、
或
い
は
非
国
家
機

関

(

闇
社
会
の
組
織
す
ら
あ
る)

に
頼
っ
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
だ

け
で
、
ゆ
え
に

｢

民
間｣

の
活
動
に
属
す
る
の
み
な
の
で
、
学
説
上
は

｢

民
間
法｣

(unofficial
law
)

と
称
し
う
る

(

�)

。
こ
れ
に
対
し
て
ま
だ

｢

慣
習
法｣

と
こ
れ
を
称
す
学
者
が
い
る
と
は
い
え

(

�)

、
前
述
し
た
国
家
法

中
の
慣
習
法
の
概
念
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
呼
び
方
は
採

ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

現
代
型
の
国
家
が
す
で
に
深
く
社
会
生
活
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
民
間
法
は
徐
々
に
色
あ
せ
て
い
る

こ
と
は
免
れ
な
い
。
親
族
・
相
続
事
項
に
関
わ
る
民
間
法
は
往
々
に
し

て
な
お
十
分
頑
強
な
存
在
で
あ
る
と
し
て
で
も
で
あ
る
。
今
こ
の
よ
う

な

｢

実
ハ
然
リ｣

に
直
面
し
て
、
国
家
は
人
民
の
た
め
に
存
在
す
る
と

い
う

｢

然
ル
応
シ｣

の
高
み
か
ら
、
国
家
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ

い
て
こ
の
よ
う
な
伝
統
或
い
は
過
去
の
法
制
に
由
来
す
る
社
会
の
規
範

を
排
斥
す
る
の
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
国
家
法
が
一
揃

い
、
社
会
に
も
ま
た
一
揃
い
の

｢

法｣

が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
一
般
人
民
は
ど
う
し
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
社
会
上
の
強
者
が

お
そ
ら
く
優
れ
た
も
の
を
選
ん
で
従
う
と
し
、
弱
者
に
た
だ
ど
う
し
よ

う
も
な
い
と
言
わ
せ
る
の
で
は
、
人
と
人
が
ど
う
し
て
公
平
と
言
え
よ

う
か
。
し
か
し
形
式
上
の
み
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
を
均
し
く
同
一

の
国
家
の
法
秩
序
の
下
に
置
く
べ
き
だ
と
強
調
す
べ
き
な
の
で
は
な
く
、

｢

実
質
的
法
治
国｣

の
理
念
で
国
家
法
の
内
容
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蓋
し

｢

法
に
よ
る
統
治｣

(rule
of
law
)

理
念
の
傾
倒
に
値
す
る
理
由
は
、
こ
の

｢

法｣

自
体
が
す
で
に
あ
ら
ゆ

る
社
会
に
お
い
て
各
民
族
集
団
或
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
る
一
人

一
人
の
個
人
の
求
め
る
も
の
を
顧
慮
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ゆ
え
に

｢
法
に
よ
る｣

は

｢

正
義
に
よ
る｣

国
の
統
治
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
も

し
形
式
的
法
治
主
義
を
気
に
す
る
だ
け
で
、
こ
の

｢

法｣

自
体
が
正
当

性
を
具
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
顧
み
な
い
な
ら
、
お
そ
ら
く
逆
に
各
種

の
抑
圧
関
係
が
合
法
化
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
し
、
国
家
に
さ
ら
に

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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徹
底
し
た
人
民
抑
圧
の
暴
力
を
振
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な

｢

法
治｣

は
人
民
の
幸
福
に
つ
い
て
言
え
ば
意
味
を
持
た
ず
、
た

だ
統
治
階
層
に
便
宜
を
図
る
の
み
で
あ
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
民
間
法

と
国
家
法
が
衝
突
す
る
時
、
そ
れ
は
消
滅
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
し
、

ま
た
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
民
に
よ
っ
て
こ
の

選
択
が
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

上
述
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
一
九
世
紀
後
期
の
西
洋
の
近

代
法
体
制
及
び
概
念
が
東
ア
ジ
ア
に
導
入
さ
れ
、
続
い
て
一
九
世
紀
の

末
に
台
湾
に
も
た
ら
さ
れ
た
後
、
一
体
近
代
型
国
家
の
法
は
台
湾
社
会

の
慣
習
に
直
面
し
た
時
、
ど
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
排
斥
す
る
か

或
い
は
受
け
入
れ
る
か
を
決
定
し
た
の
か
調
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。
過
渡

的
な
受
け
入
れ
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
永
久
の
受
容
な
の
か
。

国
家
法
に
定
め
ら
れ
た
台
湾
社
会
内
の
漢
族
或
い
は
原
住
民
族
の
一
般

人
民
は
、
政
策
決
定
過
程
で
決
定
で
き
る
の
か
或
い
は
ど
の
程
度
の
決

定
権
力
を
も
つ
の
か
。
法
律
史
の
考
察
を
経
て
関
連
す
る
法
経
験
の
事

実
を
得
た
後
、
さ
ら
に
今
取
る
べ
き
法
理
念
を
価
値
選
択
上
の
基
準
と

し
、
法
の
制
定
／
立
法
論
或
い
は
法
の
適
用
／
司
法
論
に
お
い
て
、
あ

る
べ
き
規
範
の
方
向
と
内
容
を
提
起
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

二
、
植
民
地
統
治
の
た
め
に
近
代
法
の
用
語
に
よ
っ
て

受
け
入
れ
た
慣
習

�

台
湾
の
漢
族
の
慣
習

一
八
九
五
年
の
日
本
が
台
湾
を
領
有
し
た
初
期
に
は
地
元
民
の
武
力

抵
抗
に
あ
い
、
そ
の
た
め
地
元
民
と
日
本
人
は
確
か
に
種
族
・
文
化
の

上
で
違
い
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
ゆ
え
に
統
治
政
策
を
定
め
る
時
、
台

湾
を
西
洋
人
の
称
す
る

｢

植
民
地｣

と
み
る
こ
と
に
し

(

�)

、
琉
球
の
よ
う

な
日
本
内
地
の
一
つ
の
県
の
よ
う
に
は
し
な
か
っ
た
。
日
本
の
統
治
当

局
は

｢

被
植
民
地
民
族
の
旧
慣｣

を
以
て
、
当
時
の
法
律
上

｢

本
島
人｣

と
称
す
る
台
湾
の
漢
人

(

社
会
で
は
徐
々
に

｢

台
湾
人｣

と
称
さ
れ
、

漢
族
に
属
す
る
福
�
人
と
客
家
人
の
外
、
な
お
マ
レ
ー
・
ポ
リ
ネ
シ
ア

系
民
族
で
あ
る
が
漢
化
し
た
平
埔
族
も
入
る)

の
慣
習
を
位
置
付
け
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
日
本
の
近
代
民
法
典
が
一
八
九
八
年
七
月
一
六
日
に

施
行
さ
れ
た
時
、
台
湾
で
は
種
族
別
に
そ
の
適
用
で
き
る
範
囲
を
限
り
、

民
商
事
法
律
関
係
の
中
の
一
方
当
事
者
が
日
本
人

(

当
時
の
法
律
上
は

｢

内
地
人｣
と
称
す)

で
あ
る
時
の
み
日
本
の
近
代
的
民
商
法
典
を
依
用

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
人
は
台
湾
に
お
い
て
は
人
数
は
少
な
く
、

翻 訳
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ゆ
え
に
絶
対
多
数
は
台
湾
人
の
間
の
民
商
事
法
律
関
係
に
属
す
る
。
そ

し
て
台
湾
の
地
で
は
帝
国
議
会
の
法
律
と
同
じ
効
力
を
も
つ
律
令
が
あ

り
、
こ
れ
に
対
し
て
明
文
規
定
で

｢

旧
慣
に
依
る｣

と
し
た
。
台
湾
で

｢

土
地
の
権
利｣
に
及
ぶ
な
ら
、
た
と
え
当
事
者
が
日
本
人
で
あ
っ
て
も
、

律
令
は

｢

旧
慣
に
よ
る｣

べ
き
で
あ
る
と
定
め
さ
え
し
た
。
前
掲
の
規

定
は
植
民
地
の
台
湾
で
、
一
九
二
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
一
貫
し
て

施
行
さ
れ
た

(

�)

。

日
本
帝
国
の
植
民
地
の
位
置
付
け
の
下
、
台
湾
人
の
慣
習
規
範
は

｢

特
別
法
制｣

の
一
部
と
な
っ
た
。
前
述
の
台
湾
人
の
民
商
事
事
項
は
日

本
の
近
代
民
商
法
に
よ
ら
ず
に
台
湾
人
の
慣
習
に
よ
っ
て
定
め
る
と
し

た
の
は
、
実
は
西
洋
の
強
権
が
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
法
制
で

常
に
現
地
人
の
慣
習
に
よ
り
そ
の
民
商
事
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
を
参

酌
し
、
且
つ
武
装
抗
日
の
主
力
で
あ
る
台
湾
人
の
地
主
階
層
を
安
撫
す

る
意
で
あ
っ
た
。
同
様
に
西
洋
の
植
民
地
強
権
的
手
法
を
参
照
す
る
と
、

国
家
統
治
権
の
行
使
と
関
係
が
最
も
密
接
な
公
法
・
刑
法
・
訴
訟
法
等

の
領
域
は
、
台
湾
植
民
地
で
は
全
帝
国
に
従
っ
て
日
本
の
近
代
的
意
味

の
法
制
を
施
行
し
、
台
湾
人
の
慣
習
に
よ
ら
ず
、
明
治
の
国
家
法
が
在

地
社
会
の
慣
習
を
排
斥
す
る
と
の
基
本
的
態
度
に
回
帰
し
た
。
し
か
し

日
本
の
統
治
当
局
は
や
は
り
自
己
利
益
の
動
機
か
ら
、
台
湾
漢
人
伝
統

の
い
く
つ
か
を
国
家
法
制
の
一
部
に
転
化
し
た
。
例
え
ば
一
八
九
八
年

制
定
・
一
九
四
五
年
廃
止
の
保
甲
の
内
地
人
の
犯
罪
行
為
は
連
坐
責
任

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
要
求
す
る

｢

保
甲
條
例｣

、
一
九
〇
四
年

制
定
・
一
九
二
一
年
廃
止
の
笞
刑
を
実
施
す
る

｢

罰
金
及
び
笞
刑
處
分

例｣

で
あ
る
。
一
九
〇
四
年
の
時
に
は
ま
た
司
法
経
費
を
節
約
す
る
た

め
に
、
近
代
法
上
の
行
政
・
司
法
分
立
の
原
則
を
考
慮
せ
ず
、
旧
時
代

の
伝
統
中
国
地
方
衙
門
の
処
理
す
る
笞
・
杖
及
び
戸
婚
田
土
銭
債
事
務

の
や
り
方
を
、
近
代
法
制
の
組
織
枠
組
み
で
、
警
察
機
関
の
犯
罪
即
決
・

地
方
政
府
の
民
事
争
訟
調
停
等
の
制
度
に
改
め
、
日
本
統
治
の
終
結
ま

で
そ
の
ま
ま
用
い
た

’(

�)

。
上
述
四
項
の
法
制
の
条
文
中
に
は

｢

旧
慣｣

或

い
は

｢

習
慣｣

の
文
字
は
現
わ
れ
な
い
が
、
し
か
し
慣
習
の
内
容
を
制

定
法
化
し
た

｢

慣
習
立
法｣

の
例
で
あ
る
。
植
民
地
政
府
が
こ
の
よ
う

な
慣
習
立
法
を
借
り
て
統
治
コ
ス
ト
を
低
く
し
、
近
代
法
の
伝
播
を
阻

止
し
た
こ
と
は
、
と
り
わ
け
注
意
す
る
に
値
す
る
。

全
体
的
な
植
民
地
台
湾
の
憲
政
と
法
律
制
度
は
、
原
則
と
し
て
す
で

に
日
本
に
従
っ
て
近
代
法
と
そ
の
法
概
念
を
採
用
し
た
の
で
、
ゆ
え
に

前
掲
民
商
事
立
法
上

｢

旧
慣
に
よ
る｣

の
規
定
は
、
法
院
或
い
は
行
政

機
関
に
よ
る
法
律
解
釈
を
頼
り
に
、
民
事
訴
訟
手
続
上
或
い
は
土
地
調

査
等
の
行
政
作
業
上
の
各
事
件
に
適
用
さ
れ
た
。
詳
し
く
言
え
ば
、
立

法
機
関
は
す
で
に
台
湾
人
に
の
み
及
ぶ
民
商
事
事
項
は
、｢

旧
慣
に
よ
る｣

べ
き
で
あ
る
と
指
示
し
て
い
た
の
で
、
ゆ
え
に
各
事
件
を
処
理
す
る
司

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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法
或
い
は
行
政
機
関
は

｢

法
に
よ
る
裁
判｣

或
い
は

｢

法
に
よ
る
行
政｣

と
い
う
憲
政
の
原
則
の
下
、
何
が

｢

旧
慣｣

か
を
認
定
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
即
ち
台
湾
人
社
会
の
中
で
、
旧
時
代

(

清
の
統
治
時
期)

に

存
在
し
、
且
つ
日
本
統
治
時
期
に
至
っ
て
、
裁
判
或
い
は
行
政
処
分
を

な
す
時
、
や
は
り
す
べ
て
の
社
会
の
構
成
員
が
み
な
守
る
べ
き
で
、
普

遍
的
な
適
応
性
を
具
え
る
規
則

(

法
規
範)

で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る

(

�)

。
さ
ら
に
進
ん
で
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
規

則
は

｢

法
の
適
用｣

の
法
的
三
段
論
法
上
の

｢

大
前
提｣

で
あ
る
。
ま

た
各
事
件
中
の
事
実
が
確
か
に
す
で
に
こ
の
規
則
の
構
成
要
件
に
該
当

す
る
の
で

｢

小
前
提｣

と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
こ
の
規
則
の

法
的
効
果
が

｢

結
論｣

と
な
り
、
即
ち
法
的
判
断

(

裁
判
或
い
は
行
政

処
分)

の
結
果
と
な
る
。
こ
れ
ら
旧
時
に
あ
り
、
今
な
お
一
般
規
範
の

効
力
を
も
つ
規
則
は
、
日
本
の
帝
国
議
会
の
制
定
し
た

｢
法
例｣

は
、

勅
令
の
指
定
を
経
て
台
湾
に
お
い
て
一
八
九
八
年
七
月
一
六
日
よ
り
日

本
内
地
と
同
じ
く
効
力
を
生
じ
た

(

�)

。
そ
の
第
二
条
は

｢

法
令
の
規
定
に

よ
り
認
め
た｣

慣
習
は

｢

法
律
と
同
一
の
効
力
を
も
つ｣

、
即
ち
こ
の
慣

習
法
に
準
拠
で
き
る
と
し
、
そ
し
て
前
掲
の
律
令
の
定
め
る

｢

旧
慣
に

よ
る｣

は
つ
ま
り

｢

法
例｣

の
第
二
条
の
言
う

｢

法
令
の
規
定
に
よ
る｣

な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
上
述
の
制
定
法
と
国
家
機
関
の
法
律
適

用
手
続
を
経
て
、
台
湾
の
漢
民
族
集
団
の
い
く
つ
か
の
社
会
の
慣
習
は
、

｢

権
利
義
務
の
関
係
を
定
め
る
社
会
規
範｣

で
且
つ

｢

法
的
確
信｣

が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、｢

慣
習
法｣

の
姿
が
受
け
入
れ
ら
れ
国
家
の
民

事
法
上
の
法
源
と
な
っ
た
。
そ
し
て
近
代
型
国
家
が
強
制
力
を
以
て
こ

の
慣
習
規
範
中
の
規
則
が
貫
徹
執
行
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
で
あ
ろ

う
し
、
こ
れ
は
清
朝
の
よ
う
な
非
近
代
型
国
家
が
提
供
で
き
な
い
保
障

で
あ
り

(

�)

、
ま
た
近
代
化
の
結
果
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
事
、
手

続
法
、
行
政
法
等
の
面
で
、
台
湾
人
の
慣
習
は
国
家
法
の
承
認
す
る
と

こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

結
果
か
ら
言
え
ば
、
前
述
の
如
く
、
明
治
初
期
の
日
本
の
内
地
は
で

き
る
だ
け
早
く
西
洋
法
典
を
導
入
し
、
日
本
人
の
慣
習
法
を
集
め
て
日

本
国
の｢

普
通
法｣

の
体
系
と
す
る
規
範
モ
デ
ル
を
採
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
植
民
地
台
湾
で
は
台
湾
人
の
慣
習
法
を
、
民
事
法
上
法
院
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
る
一
つ
の

｢

普
通
法｣

(com
m
on
law
)

類
似
の
体
系
と

し
た(

後
述
参
照)

。
し
か
し
、
刑
事
、
手
続
法
、
行
政
法
等
の
面
で
は
、

台
湾
人
の
慣
習
は
原
則
上
国
家
法
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の

｢

旧
慣｣

と
称
さ
れ
る
規
則

(

法
規
範)

は
す
に

｢

事
前

に｣
社
会
中
に
存
在
す
る
と
見
ら
れ
て
お
り
、
た
だ
ま
だ
書
か
れ
て
い

な
い

(｢
成
文
と
な
っ
て
い
な
い｣)

だ
け
で
あ
り
、
ゆ
え
に
行
政
機
関

或
い
は
憲
政
上
法
律
の
最
終
解
釈
権
を
も
つ
法
院
に
頼
る
こ
と
が
で
き

翻 訳
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る
だ
け
で
、
個
々
の
事
件
を
処
理
或
い
は
審
理
す
る
時
に
こ
れ
を

｢

発

見
す
る｣

。
こ
の
よ
う
な
旧
慣
上
の
規
則
を
認
定
す
る
作
業
は
、
大
陸
法

を
継
受
し
て
間
も
無
い
う
え
、
台
湾
の
漢
人
の
生
活
経
験
も
な
い
日
本

人
の
行
政
或
い
は
司
法
官
員
に
つ
い
て
言
え
ば
、
実
に
困
難
を
極
め
る

も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
個
々
の
事
件
の
認
定
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
な
ら
、

民
の
怨
み
を
買
い
、
お
そ
ら
く
植
民
地
統
治
の
安
定
性
に
打
撃
を
与
え

る
で
あ
ろ
う
。
一
八
九
九
年
一
二
月
、
児
玉
源
太
郎
総
督
と
後
藤
新
平

民
政
長
官
は
ド
イ
ツ
へ
の
留
学
経
験
が
あ
り
京
都

[

帝
国]

大
学
で
教

鞭
を
と
る
岡
松
参
太
郎
教
授
を
招
聘
し
、
台
湾
で
旧
慣
調
査
事
業
を
行

な
い
、
一
九
〇
一
年
に
成
立
す
る
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
の
責
任
者
と

な
っ
て
も
ら
う
こ
と
と
し
た
。
こ
の
会
は
最
終
的
に
有
名
な

『

台
湾
私

法』

六
冊
と

『

台
湾
私
法
附
録
参
考
書』

七
冊
を
出
版
し
た

(

�)

。
こ
の
調

査
は
大
陸
法
の
法
概
念
と
す
で
に
大
陸
法
化
し
た
日
本
民
法
上
の
分
類

に
基
づ
い
て
、
台
湾
人
の

｢

旧
慣｣

上
の
規
則
は
何
か
を
解
釈
し

(

�)

、
そ

れ
に
よ
り
行
政
及
び
司
法
に
便
と
し
、｢

旧
慣｣

中
の
普
遍
適
用
性
を
も

つ
規
則
を
各
事
件
の
事
実
に
適
用
し
こ
の
事
件
の
法
的
判
断
を
し
た
の

で
あ
る
。
或
い
は
民
商
事
立
法
上
、｢

旧
慣｣

中
に
見
い
出
さ
れ
る
一
般

的
規
範
を
成
文
法
化
／
制
定
法
化
し
、
即
ち
当
時
称
さ
れ
た

｢

旧
慣
立

法｣

と
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
国
家
機
関
に
認
定
さ
れ
て

｢

旧
慣｣

と
さ
れ
慣
習
法
と
な
る

も
の
は
、
必
ず
し
も
台
湾
人
の
真
実
の
慣
習
と
合
致
し
な
い
。
清
の
統

治
時
期
の
近
代
法
の
言
う
と
こ
ろ
の

｢

民
事
事
項｣

に
対
し
て
、
大
清

律
例
等
の
官
の
成
文
規
定
の
中
に
は
若
干
の
規
範
が
あ
る
と
い
え
ど
も

完
備
し
て
お
ら
ず
、
且
つ
清
の
統
治
時
期
の
漢
人
移
民
或
い
は
福
�
人

や
客
家
人
の
別
に
よ
り
、
或
い
は
台
湾
の
ど
の
地
域
に
移
住
し
た
か
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
慣
習
を
も
っ
て
い
た
。
日
本
当
局
は
各
民

族
集
団
或
い
は
台
湾
各
地
の
相
異
な
る
慣
習
に
直
面
し
、
便
宜
を
図
り

或
い
は
極
力
一
致
性
を
追
求
す
る
た
め
に
、
大
同
を
取
り
小
異
を
捨
て

る
方
式
で
、
普
遍
的
に
全
台
湾
で
適
用
も
さ
れ
法
的
意
義
を
も
つ
一
般

性
の
あ
る
規
範
を
整
理
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
免
れ
な
か
っ
た
。
例
え

ば
大
小
租
関
係
の
慣
習
に
関
し
て
、
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
は
台
湾
の

南
北
に
は
違
い
が
あ
る
こ
と
を
受
け
、
南
部
で
は
多
く
の
大
租
戸
が
自

分
で
用
意
し
た
元
手
で
開
墾
し
て
い
る
の
で
実
質
上
土
地
を
支
配
す
る

業
主
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
国
家
と
し
て
権
限
あ
る

機
関
の
土
地
調
査
局
は
南
北
一
律
に
小
租
戸
が
均
し
く

｢

業
主｣

で
あ

る
と
認
定
し
、
大
租
戸
は
た
だ
小
租
戸
よ
り
大
租
を
取
る
に
す
ぎ
な
い

と
し
た

(

�)

。
且
つ
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
が
報
告
書
の
中
で
認
定
し
て
い

る

｢
旧
慣｣

は
、
民
事
法
律
に
対
し
て
最
終
解
釈
権
を
も
つ
法
院
の
承

認
し
た
慣
習
法
と
は
、
内
容
に
お
い
て
も
全
く
一
致
し
な
い
。
例
え
ば

旧
慣
調
査
報
告
は
明
ら
か
に
、
合
資
会
社
の
株
主
は
株
式
の
比
率
に
応

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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じ
て
合
資
会
社
の
債
務
に
対
し
て

｢

無
限
責
任｣

を
負
う
と
し
て
お
り
、

且
つ
こ
の
書
き
方
は
か
な
り
漢
族
の
法
伝
統
に
近
い
。
し
か
し
な
が
ら

国
家
の
慣
習
法
上
は
、
台
湾
総
督
府
法
院
は

｢

旧
慣
に
よ
り｣

、
こ
の
時

は

｢

連
帯
責
任｣

を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
認
定
し
、
と
り
わ
け
商
事
の

合
資
会
社
は
そ
う
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
院
が
も
し
あ
る
旧
慣
が

国
家
の
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
考
え
、
そ
の
法
的
効
力
を
承
認
せ
ず
、

即
ち
国
家
が
強
制
力
を
以
て
こ
の
慣
習
を
支
持
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る

な
ら
、
こ
の
時
こ
の
旧
慣
は
、
た
と
え
旧
慣
調
査
会
の
報
告
が
承
認
す

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
国
家
法
／
慣
習
法
の
一
部
と
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
法
院
の
認
め
る
民
事
慣
習
法
と
台
湾
人
の
実
際
の
慣

習
は
同
じ
と
は
限
ら
な
い
が
、
し
か
し
直
ち
に
全
面
的
に
西
洋
よ
り
の

法
文
明
を
適
用
し
た
日
本
の
近
代
的
民
商
法
に
比
べ
る
と
、
日
本
統
治

初
期
の
台
湾
人
は
巨
大
な
衝
撃
を
受
け
る
こ
と
を
束
の
間
の
間
避
け
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

(

�)

。

近
代
的
権
利
制
度
の
下
で
は
、
一
度
社
会
の
慣
習
が
国
家
に
よ
り
慣

習
法
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、｢

権
利
者｣

で
あ
る
者
は
法
院
制
度
に
よ
り
そ

の
利
益
の
獲
得
を
確
保
で
き
る
。
す
で
に
近
代
化
し
た
日
本
帝
国
の
法

制
に
お
い
て
は
、｢

権
利｣

は
法
律
が
特
定
者
に
一
定
の
利
益
を
も
た
せ

る
も
の
を
指
し
、
与
え
ら
れ
た
こ
の
特
定
者
は
法
律
上
の
制
度
を
通
し

て
、
こ
れ
を
実
施
す
る
力
或
い
は
地
位
を
貫
徹
で
き
る
。｢

権
利｣

を
も

つ
人
は
保
障
さ
れ
た
こ
の
利
益
に
対
し
て
、｢

義
務｣

を
負
う
人
が
ど
の

よ
う
な
範
囲
の
中
で
こ
の
利
益
を
実
現
す
べ
き
か
を
自
主
的
に
決
定
で

き
る
の
で
あ
り
、
法
院
に
こ
の
義
務
者
に
履
行
を
命
ず
る
こ
と
を
請
求

で
き
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
法
院
は
一
旦
こ
の
権
利
の
存
在
を
確
認

す
る
な
ら
、
即
ち
権
利
者
に
よ
り
請
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
利
益
の
範
囲

を
義
務
者
に
給
付
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
法
律
に
別
に
規
定
の
あ

る
場
合
を
除
い
て
、
任
意
に
こ
れ
ら
の
利
益
を
増
減
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
例
え
ば
法
院
は
任
意
に
債
務
者
が
た
だ
債
権
者
の
請
求
す
る
債

務
額
の
半
額
を
給
付
す
れ
ば
よ
い
と
判
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
前
述
の
旧
慣
調
査
事
業
は
即
ち
台
湾
人
の
民
事
に
関
わ
る
慣
習

か
ら
、
そ
の
中
に
存
在
す
る
一
般
的
規
範

(

規
則)

を
説
明
し
、
い
か

な
る
要
件
の
下
で
あ
る
特
定
の
人
が
も
う
一
人
の
特
定
の
人
に
対
し
て

あ
る
種
の
権
利
を
も
つ
か
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
つ
の
各
種
の

権
利
と
義
務
を
内
容
と
し
た
民
事
法
制
度
を
構
築
す
る
の
で
あ
る
。
例

え
ば
小
租
戸
は

｢

業
主
権｣

を
も
ち
、
現
在
耕
作
す
る
小
作
人
に
対
し

て
小
作
料
を
請
求
す
る
権
利
を
も
つ
が
、
大
租
戸
は
小
租
戸
に
小
作
料

を
請
求
す
る

｢

大
租
権｣

を
も
つ
。
清
の
統
治
時
期
の
法
制
と
較
べ
る

と
、
か
な
り
明
確
で
予
測
可
能
性
を
も
ち
、
且
つ
か
な
り
人
民
の
決
定

を
尊
重
し
て
い
る
が
、
し
か
し
現
実
に
は
社
会
の
中
の
地
主
階
層
或
い

は
資
産
家
に
か
な
り
有
利
な
の
は
確
か
で
あ
る

(

�)

。
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別
の
面
で
は
、
権
利
を
与
え
る
に
足
る
慣
習
法
は
、
ま
た
お
そ
ら
く

国
家
の
制
定
法
に
改
正
さ
れ
、
そ
の
規
範
の
内
容
を
近
代
法
制
に
歩
み

寄
る
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
一
九
〇
〇
年
の
律
令
の
第
二
号

は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

土
地
の
賃
借
の
間
は
、
賃
貸
借
は
二
十
年
を

超
え
る
こ
と
を
得
ず
、
そ
の
他
の
も
の
は
百
年
を
超
え
る
こ
と
を
得
な

い
。
も
し
定
め
た
期
間
が
前
項
の
期
間
よ
り
長
い
な
ら
、
前
項
の
期
間

に
短
縮
す
る
。｣

こ
の
律
令
は

｢

旧
慣
に
よ
る｣

こ
と
を
定
め
る
律
令
に

対
し
て
、｢

特
別
法
は
一
般
法
に
優
先
す
る｣

に
基
づ
い
て
法
条
文
の
競

合
の
下
で
適
用
さ
れ
る
。
も
と
も
と
慣
習
法
上
期
間
の
制
限
の
な
い
地

基
権
、
永
佃
権
、
地
的
役
権
等
の
権
利
は
、
即
ち
こ
れ
に
よ
り
期
間
が

百
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
慣
習
法
上
の
佃
権
の
存
続
期

間
も
ま
た
よ
っ
て
二
十
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
と
り

わ
け
大
き
い
の
は
、
一
九
〇
三
年
に
律
令
で
定
め
た
、
慣
習
法
上
の
大

租
権
の
設
定
や
租
額
の
増
加
は
も
は
や
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
一
九
〇
四
年
に
再
び
律
令
で
大
租
戸
が
も
つ
大
租
権
を

完
全
に
廃
止
し
、
一
つ
の
土
地
に
は
小
租
戸
の
み
が
い
か
な
る
民
事
法

上
の
負
担
も
附
さ
な
い
業
主
権
を
も
つ
も
の
と
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸

式
の
日
本
法
上
の
一
物
一
権
主
義
を
実
現
し
た
。
ま
た
一
九
〇
五
年
に

は
律
令
で
制
定
し
た

｢

台
湾
土
地
登
記
規
則｣

の
第
一
条
が
、
土
地
台

帳
に
す
で
に
登
録
し
て
あ
る
土
地
の
業
主
権
・
胎
権
・
典
権
・
�
耕
権

の
得
喪
の
変
更
は
、
登
記
を
経
な
け
れ
ば
効
力
を
生
ぜ
ず
と
定
め
た
の

で
、
本
来
慣
習
法
上
の
一
旦
意
思
の
合
致
が
あ
れ
ば
効
力
を
生
ず
と
は

全
く
異
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
律
令
の
第
二
条
は
さ
ら
に
す
で
に

登
記
し
て
い
た
胎
権
は
、
債
務
の
担
保
に
供
し
た
土
地
に
つ
い
て
、
そ

の
他
の
債
権
者
に
優
先
し
て
自
己
の
債
権
の
清
算
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
定
め
、
日
本
の

｢

競
売
法
中
…
抵
当
権
に
関
す
る
規
定
は
、
胎

権
に
準
用
す
る｣

の
条
文
が
、
即
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
式
の
日
本
民
法

中
の
抵
当
権
者
の
も
つ
抵
当
物
の
競
売
を
申
請
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
優

先
し
て
清
算
を
受
け
る
権
利
を
、
も
と
も
と
の
慣
習
法
上
は
こ
の
権
利

内
容
の
な
い
胎
権
者
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
す
で
に
登
記
し

た
慣
習
法
上
の
典
権
は
競
売
法
中
の
質
権
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
債
務
の
担
保
に
供
し
た
土
地
は
現
金
に
変
え
ら

れ
た
後
は
優
先
し
て
清
算
を
受
け
る
も
の
と
な
り
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
大
陸
式
民
法
類
似
の
質
権
に
変
え
ら
れ
て
い
る

(

�)

。

�

台
湾
の
原
住
民
族
の
慣
習

上
述
の
近
代
法
に
よ
り
社
会
の
慣
習
を
改
変
す
る
過
程
は
、
日
本
統

治
下
の
高
山
族
原
住
民
の
身
に
は
起
き
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
近
代
法

の
適
用
の
外
に
排
除
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
が
台
湾
を
統
治

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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し
た
初
期
は
法
律
の
論
述
上
、
日
本
の
政
権
が
や
っ
て
き
た
時
ま
で
異

民
族
に
統
治
さ
れ
漢
族
と
清
朝
に

｢

生
蕃｣

と
呼
ば
れ
、
ま
た
日
本
政

権
に
よ
っ
て

｢

蕃
人｣

或
い
は
後
に

｢

高
砂
族｣

と
呼
ば
れ
た
高
山
族

原
住
民
に
対
し
て
は
、
根
本
的
に
近
代
法
に
よ
り
こ
れ
を
統
治
す
る
必

要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た

(

�)

。
よ
っ
て
、
明
治
憲
法
体
制
に
よ
る
制
定
法

の
レ
ベ
ル
の
規
範
で
民
事
・
刑
事
等
を
規
制
す
べ
き
と
の

｢

法
律
保
留

事
項｣

の
要
求
は
、
高
山
族
原
住
民
に
関
す
る
法
律
事
務
に
は
及
ば
な

か
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
れ
は
日
本
統
治
時
期
の
国
家
法
中
、
台
湾
の
漢

族
に
つ
い
て
定
め
る

｢

台
湾
民
事
令｣
の
よ
う
な
律
令
で
定
め
た
高
山

族
原
住
民
の
民
商
事
項
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
理
蕃
警
察
が
そ
の
行

政
裁
量
権
力
に
よ
っ
て
処
理
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(

�)

。
蕃
地
に
住

ま
ず
普
通
行
政
区
内
に
住
む
高
山
族
原
住
民
だ
け
は
、
民
事
法
院
を
使

用
し
た
り
、
或
い
は
刑
事
事
件
の
た
め
に
検
察
官
の
起
訴
に
あ
っ
た
り
、

刑
事
法
院
で
刑
の
判
決
を
下
さ
れ
た
り
し
て
、
近
代
法
に
触
れ
る
機
会

は
あ
っ
た

(

�)

。

ま
さ
に
制
定
法
上
の

｢

旧
慣
に
よ
る｣

の
よ
う
な
規
定
を
欠
く
た
め

に
、
高
山
族
原
住
民
の
慣
習
は
国
家
法
上
権
利
を
与
え
ら
れ
る
慣
習
法

と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
行
政
或
い
は
司
法
上

｢

慣
習
法｣

を
捜
し
出
し

て
個
別
の
事
件
に
適
用
す
る
必
要
が
な
い
た
め
、
ゆ
え
に
日
本
の
統
治

当
局
は
高
山
族
原
住
民
の
慣
習
を
調
査
す
る
と
は
い
え
、
台
湾
の
漢
族

の
慣
習
に
対
す
る
よ
う
に
あ
れ
こ
れ
聞
き
出
し
て
普
遍
的
に
守
ら
れ
て

い
る
一
般
規
範
と
し
て
の
規
則
を
尋
ね
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
よ

り
全
面
的
な
原
住
民
の
生
活
習
俗
と
慣
行

(

事
実
た
る
慣
習)

の
探
究

で
あ
り

(

�)

、
そ
れ
に
よ
り
国
家
権
威
が
各
種
の
統
治
措
置
を
取
る
時
の
参

考
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
特
に
注
意
す
る
に
値
す
る
の
は
、
日
本

統
治
時
期
の
国
家
が
原
住
民
社
会
の
固
有
規
範
を

｢

慣
習
法｣

と
み
な

か
っ
た
結
果
は
、
こ
れ
ら
の
原
住
民
族
の

｢

事
実
た
る
慣
習｣

が
国
家

の
政
治
を
行
な
う
過
程
で
取
り
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
民
事
事
項
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
刑
事
、
訴
訟
法
、
行

政
法
等
の
諸
事
項
を
含
み
、
い
ず
れ
も
原
住
民
の
社
会
の
慣
習
が
一
定

程
度
そ
の
実
質
的
な
規
範
的
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を
許
し
た
の
で
あ
る

(

�)

。

換
言
す
れ
ば
、
日
本
統
治
時
期
は
国
家
の

｢

施
し｣

の
下
で
、
原
住

民
の
慣
習
は
常
に
国
家
機
関
が
高
山
族
原
住
民
の
個
別
事
件
を
判
断
す

る
時
の
参
考
基
準
の
一
つ
と
な
っ
た
。
理
蕃
警
察
の
な
す
個
別
事
件
の

判
断
に
よ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
原
住
民
の
慣
習
に
準
拠
す

る
か
は
、
一
定
の
よ
る
べ
き
規
則
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
重
大
事
で
あ

る
殺
人
行
為
に
つ
い
て
、
理
蕃
警
察
は
お
そ
ら
く
ど
の
よ
う
な
範
囲
で

原
住
民
の
慣
習
規
範
を
採
用
し
て
判
断
す
る
の
か
例
を
挙
げ
て
説
明
す

る
。
単
純
な
殺
人
行
為
に
つ
い
て
は
、
加
害
者
と
被
害
者
が
同
じ
社
に

属
す
な
ら
、
警
察
は
多
く
は
双
方
が
社
の
慣
習
に
従
っ
て
解
決
す
る
よ

翻 訳
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う
協
調
さ
せ
、
且
つ
社
の
中
で
互
い
に
殺
す
こ
と
を
禁
止
す
る
タ
ブ
ー

に
従
わ
せ
た
。
も
し
殺
人
行
為
が
異
な
る
社
の
間
で
生
じ
た
な
ら
、
警

察
は
常
に
慣
習
に
よ
っ
て
処
理
し
た
が
訂
正
も
し
た
の
で
あ
る
。
例
え

ば
原
住
民
の
慣
習
の
中
の

｢

林
間
で
数
年
独
居
す
る｣

を
制
裁
と
す
る

こ
と
は
受
け
入
れ
ず
、
そ
の
慣
習
中
の

｢

贖
財｣

の
制
裁
方
式
を
受
け

入
れ
る
こ
と
は
好
ん
だ
。
お
そ
ら
く
財
物
を
金
銭
に
換
え
る
に
す
ぎ
ず
、

あ
る
い
は
そ
れ
は
か
な
り
近
代
刑
法
中
の
罰
金
に
近
い
か
ら
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
少
数
の
す
で
に
二
つ
の
社
の
間
に
仇
敵
関
係
を
引
き
起
こ

し
た
事
件
で
は
、
警
察
は
加
害
者
を
法
院
に
送
り
近
代
法
に
よ
り
処
理

し
、
こ
の
時
原
住
民
の
慣
習
は
即
ち
全
く
発
揮
の
余
地
は
な
い
の
で
あ

る
。
も
し
こ
の
殺
人
行
為
が
、
原
住
民
の
慣
習
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ

た
仇
敵
ち
或
い
は
首
狩
り
な
ら
、
こ
の
時
警
察
は
慣
習
に
よ
り
そ
れ
が

正
当
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
拒
絶
す
る
の
で
、
ゆ
え
に
や
は
り
処
罰

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
且
つ
常
に
慣
習
上
と
近
代
式
の
刑
罰
が
入
り
混

じ
り
、
例
え
ば
見
舞
金
を
被
害
者
の
遺
族
に
与
え
当
該
加
害
者
を
拘
禁

す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
ま
た
、
も
し
事
件
が
高
山
族
原
住
民
と

｢
本

島
人｣

と
称
す
る
漢
族
と
平
埔
族
の
間
及
び
日
本
人
と
の
間
に
生
じ
た

の
な
ら
、
加
害
者
が
高
山
族
原
住
民
で
被
害
者
が
本
島
人
或
い
は
日
本

人
の
時
は
、
被
害
者
の
受
け
止
め
方
を
考
慮
し
、
通
常
は
高
山
族
原
住

民
の
慣
習
に
よ
ら
ず
に
制
裁
す
る
。
加
害
者
が
本
島
人
或
い
は
日
本
人

で
あ
る
時
は
、
本
来
日
本
の
刑
法
に
よ
っ
て
こ
の
加
害
者
を
処
罰
す
べ

き
と
こ
ろ
だ
が
、
常
に
被
害
者
が
高
山
族
原
住
民
で
あ
る
な
ら
そ
の
慣

習
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。
例
え
ば
本
島
人
或
い
は
日
本
人
の
加
害
者

に
は
数
百
円
と
豚
や
酒
等
を
被
害
者
の
家
族
に
交
付
さ
せ
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
原
住
民
の
慣
習
上
の
裁
判
方
式
に
近
い
も
の
で
あ
る

(

�)

。
国
家
統

治
権
威
と
関
係
が
最
も
密
切
な
刑
事
制
裁
が
い
ず
れ
も
慣
習
を
引
用
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
高
山
族
原
住
民
の
民
事
事
項
は
さ
ら
に
慣
習
規
範
を

発
揮
す
る
空
間
を
も
つ
。
例
え
ば
ア
ミ
族
と
本
島
人
の
婚
姻
に
よ
っ
て

生
ま
れ
た
子
女
は
、
国
家
の
戸
政
機
関
は
ア
ミ
族
慣
習
に
基
づ
い
て
、

母
系
に
よ
り
そ
の
身
分
を
定
め
た

(

�)

。

三
、
日
本
の
国
家
主
義
に
基
づ
く
慣
習
立
法
の
排
除
と

慣
習
法
の
抑
圧

�

慣
習
立
法
よ
り
出
で
た
台
湾
政
治
共
同
体
の
最
初
の
民
法
草
案

法
条
文
上
言
う

｢

旧
慣｣

は
、
法
院
の
解
釈
を
経
た
慣
習
法
で
あ
り
、

ま
た
個
別
の
制
定
法
の
改
変
を
経
て
お
り
、
実
は
す
で
に
近
代
法
の
下

で
の

｢
新
し
い｣

産
物
な
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
や
は
り
直
接
法
条

文
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
即
ち

｢

慣
習
立
法｣

を
進
め
、
法
の
正
当
性

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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の
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
決
し
て
慣
習
法
の
よ
う
な
社
会
の
共
通

認
識
で
は
な
く
、
国
家
の
立
法
上
の
行
為
な
の
で
あ
る
。
予
測
性
が
あ

り
自
発
的
に
外
国
法
を
内
に
含
む
様
々
な
法
規
範
を
取
り
入
れ
る
の
で
、

慣
習
法
が
、
法
院
が
す
で
に
受
理
し
た
事
件
に
つ
い
て
受
動
的
に
法
の

内
容
を
示
す
だ
け
で
あ
る
の
と
は
違
っ
て
い
る
。
況
や
日
本
が
採
っ
た

大
陸
法
系
の
近
代
法
は
、
法
の
明
確
性
、
予
測
可
能
性
を
強
調
す
る
た

め
に
、
こ
れ
ま
で
成
文
法
典
を
民
事
法
源
と
し
て
、
成
文
で
は
な
い

｢

普
通
法｣

の
体
系
は
採
ら
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
岡
松
参
太
郎
の
主
導

す
る
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
の
第
三
部
の
立
法
部
は
、
旧
慣
調
査
事
業

の
既
定
の

｢

慣
習
法｣

か
ら

｢

慣
習
立
法｣
へ
の
方
向
に
従
っ
て
、
一

九
〇
九
年
よ
り
最
終
的
制
定
法
化
或
い
は
法
典
化

(

筆
者
注

そ
の
全

体
的
な
概
念
体
系
を
具
え
即
ち

｢

法
典｣

と
称
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す

る)

の
作
業
を
進
め
る
こ
と
に
着
手
し
た
。
一
九
一
四
年
ま
で
に
、
以

下
の
も
の
が
完
成
し
た
。｢

台
湾
民
事
令｣

、｢

台
湾
親
族
相
続
令｣
、｢

台

湾
親
族
相
続
施
行
令｣

、｢

台
湾
不
動
産
登
記
令｣

、｢

台
湾
競
売
令｣
、

｢

台
湾
非
訟
事
件
手
続
令｣

、｢

台
湾
人
事
訴
訟
手
続
令｣

、｢

台
湾
祭
祀
公

業
令｣

、｢

台
湾
合
股

[

合
資
会
社]

令｣

等
の
律
令
草
案
。
草
案
中
で

こ
れ
ら
の
法
規
範
は
台
湾
人
の
こ
れ
ま
で
の
慣
習
に
源
を
発
す
と
称
す

と
い
え
ど
、
各
条
文
は
常
に
日
本
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、

時
に
は
イ
ギ
リ
ス
さ
え

｢

参
照
し
た｣

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
外
台
湾

総
督
府
法
院
と
特
別
民
法
は
始
め
か
ら
も
と
の
慣
習
に
対
し
て
極
力
変

更
を
加
え
る
こ
と
も
引
き
継
い
だ

(

�)

。
こ
れ
ら
は
司
法
機
関
の
作
っ
た
台

湾
人
の
慣
習
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
・
日
本
等
の
国
の
近
代
型
民
法
を

結
合
さ
せ
る
も
の
で
、
台
湾
の
各
種
民
事
事
項
を
規
範
化
す
る
法
典
の

草
案
を
、｢

一
九
一
四
年
の
台
湾
民
法
草
案｣

と
総
称
で
き
る
の
で
あ
る
。

も
し
そ
れ
が
立
法
手
続
を
終
え
且
つ
施
行
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
直
接
に

台
湾
人
の
慣
習
の
内
容
を
も
つ
成
文
法
条
文
に
等
し
い
も
の
と
な
り
、

法
律
適
用
時
に
は
法
的
三
段
論
法
上
の

｢

大
前
提｣

と
な
っ
た
。
ま
た

即
ち
近
代
の
法
制
の
枠
組
み
の
下
で
、
在
地
社
会
の
法
律
観
念
を
参
酌

し
て
制
定
し
た
国
家
法
が
全
面
的
に
一
般
の
人
々
の
法
生
活
を
規
範
化

し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
家
法
と
民
間
法
の
双
方
を
尊
重
し
、
一
体

化
し
た
重
要
な
成
功
例
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
と
え
や
は
り
台
湾
人
の
観

点
の
参
与
が
欠
け
て
い
る
と
し
て
で
も
で
あ
る

(

�)

。

学
者
と
し
て
の
岡
松
参
太
郎
は
自
ら
慣
習
立
法
の
モ
デ
ル
を
通
じ
て
、

す
で
に
一
つ
の
当
時
の
台
湾
人
民

(

台
湾
人
と
台
湾
に
い
る
日
本
人
を

含
む
が
、
高
山
族
原
住
民
は
含
ま
な
い)

の
必
要
と
す
る
民
法
典
を
提

起
し
た
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
は
当
初

(

一
九
世
紀
末)

日
本
人
の
慣

習
を
軽
視
し
た
日
本
民
法
典
の
参
考
に
供
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た

(

�)

。
し

か
し
な
が
ら
、
当
時
の
植
民
地
台
湾
の
な
す
と
こ
ろ
の
旧
慣
立
法
は
そ

の
さ
ら
に
奥
深
い
政
治
的
意
味
が
あ
っ
た
。
も
し
自
ず
か
ら
一
つ
の
政

翻 訳
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治
単
元

(

植
民
地)

と
な
る
台
湾
で
、
前
掲
の
日
本
の
内
地
と
異
な
る

一
九
一
四
年
の
台
湾
民
法
草
案
を
施
行
す
る
な
ら
、
台
湾
人
と
日
本
人

は
法
律
の
上
で
の
差
異
が
固
定
化
さ
れ
且
つ
制
度
化
さ
れ
る
と
宣
告
さ

れ
る
に
等
し
い
。
こ
れ
は
文
化
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
上
で
台
湾
人

を
日
本
人
に
転
化
さ
せ
る
全
体
的
な
国
民
国
家
を
構
築
す
る
工
程
に
不

利
で
あ
り
、
逆
に
台
湾
が
他
日
自
治
的
な
植
民
地
、
果
て
は
独
立
国
家

と
な
る
に
は
有
利
で
あ
る
。
よ
っ
て
台
湾
総
督
府
は
一
九
一
四
年
に
上

述
の
法
典
草
案

(

律
令
案)
に
関
し
て
東
京
の
内
閣
に
持
っ
て
ゆ
き
、

天
皇
の

｢

勅
裁｣

を
得
て
公
布
・
施
行
し
よ
う
と
し
た
が
、
す
で
に
児

玉
・
後
藤
時
代
の

｢

旧
慣
温
存｣

の
統
治
策
を
採
る
こ
と
を
や
め
た
内

閣
は
そ
の
ま
ま
捨
て
置
い
た
。
一
九
一
九
年
に
な
っ
て
日
本
帝
国
は

｢

内
地
延
長｣

の
植
民
地
統
治
政
策
を
確
立
し
た
後
、
台
湾
民
事
法
制
の

近
代
化
の
方
向
は
、
す
で
に
日
本
の
も
の
で
あ
り
、
台
湾
自
身
の
も
の

で
は
な
い
民
商
法
典
の
施
行
を
進
め
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
た

(
�)

。

�

日
本
の
国
家
主
義
が
権
力
を
握
っ
た
日
本
統
治
後
期
の
台
湾
民

事
法
制

日
本
の
近
代
民
商
法
典
は
も
と
も
と
日
本
の
国
民
国
家
構
築
過
程
の

下
で
の
産
物
で
あ
り
、
今
や
さ
ら
に
台
湾
人
を
日
本
人
に
同
化
す
る
た

め
に
そ
の
効
力
を
台
湾
に
延
長
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
は
当
然
な

が
ら
社
会
の
中
の
慣
習
が
み
ら
れ
る
空
間
を
最
小
限
に
縮
め
た
。
一
九

二
三
年
一
月
一
日
か
ら
の
日
本
統
治
の
後
期
は
、
台
湾
人
の
民
事
財
産

法
事
項
に
は
日
本
が
西
欧
か
ら
継
受
し
た
近
代
民
商
法
典
を
い
ず
れ
も

適
用
す
る
。
ゆ
え
に
日
本
統
治
前
期
の
財
産
法
事
項
と
相
関
連
す
る
慣

習
法
は
こ
の
後
す
べ
て
効
力
を
失
い
、
過
去
の
旧
慣
上
の
権
利
は
い
ず

れ
も
近
代
法
上
の
相
対
応
す
る
各
種
の
権
利
に
転
換
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

台
湾
民
事
慣
習
法
上
の
典
権
は
日
本
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
式
民
法
上
の

不
動
産
質
権
に
転
換
さ
れ
、
慣
習
法
上
の
胎
権
は
日
本
の
民
法
上
の
抵

当
権
に
転
換
さ
れ
た
等
々
で
あ
る

(

�)

。
日
本
統
治
後
期
の
制
定
法
上
は

(

�)

、

台
湾
人
の
親
族
・
相
続
事
項
或
い
は
祭
祀
公
業
に
つ
い
て
の
み
、
そ
れ

は

｢

慣
習
に
よ
る｣

と
定
め
、
用
語
す
ら
も
ま
た

｢

旧｣

時
代
を
引
き

ず
る
関
係
を
避
け
た
の
で
あ
る

(

�)

。
そ
し
て
台
湾
の
近
代
法
院
に
今
の
社

会
に
ど
の
よ
う
な
慣
習
が
存
在
す
る
か
を
確
認
さ
せ
、
ま
た
国
家
の
価

値
観
に
基
づ
き
そ
れ
が
慣
習
法
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
を

審
査
さ
せ
た
。
総
じ
て
言
え
ば
、
も
と
も
と
日
本
統
治
前
期
の
国
家
法

の
中
で
は
、
民
事
実
体
法
の
面
だ
け
を
残
し
て
、
法
規
範
の
実
質
内
容

は
主
と
し
て
在
地
社
会
の
一
般
の
人
々
の
法
律
観
よ
り
来
て
い
た
。
そ

し
て
一
九
二
三
年
の
後
、
さ
ら
に
縮
め
ら
れ
ほ
ぼ
民
事
の
家
族
法
だ
け

を
残
し
実
質
的
内
容
が
お
そ
ら
く
在
地
社
会
か
ら
来
て
お
り
、
そ
の
余
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は
皆
外
来
の
近
代
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

台
湾
人
の
親
族
・
相
続
事
項
は
、
国
家
法
は
慣
習
法
モ
デ
ル
を
と
っ

て
い
る
の
で
、
ゆ
え
に
台
湾
総
督
府
法
院
の
態
度
は
な
お
ど
の
程
度
台

湾
の
漢
族
の
法
伝
統
が
国
家
法
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
か
、
或

い
は
す
で
に
ど
の
程
度
西
洋
か
ら
き
た
近
代
法
が
社
会
の
そ
れ
に
対
し

て
す
で
に
普
遍
的
に
遵
守
さ
れ
る
べ
き
と
の
共
通
認
識
が
認
め
ら
れ
る

か
を
決
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
の
慣
習
の
地
位
が
国
家
法
に
取
り
入

れ
ら
れ
る
か
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
詳
し
く
言
う
と
、

以
下
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
る

(

�)

。

�
慣
習
法
で
社
会
の
現
存
の
慣
習
を
承
認
す
る
。
即
ち
、
妾
、
招
婿
、

招
夫
、
童
養
、
養
婿
等
の
婚
姻
類
型
、
及
び
夫
死
亡
後
の
寡
婦
が
実
家

に
帰
ろ
う
と
願
う
な
ら
夫
の
家
の
尊
親
族
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
等
を
含
む
。
し
か
し
法
院
は
こ
れ
ら
の
社
会
の
慣
習
を
承
認
す
る

時
は
、
常
に
近
代
法
の
概
念
か
ら
出
発
し
て
、
例
え
ば
も
と
も
と
漢
族

の
伝
統
に
属
す
る
童
養
に
対
し
て
は
、
大
陸
法
系
の

｢

養
子｣
の
観
念

を
借
り
て
解
釈
し
た
。
そ
れ
と

｢

養
女｣

は
慣
習
法
上
二
つ
の
異
な
る

｢

養
子
縁
組
関
係｣

と
認
め
た
の
で
あ
る
が
、
童
養
は

｢

息
子
の
嫁
と
な

る
こ
と｣

を
目
的
と
し
、
養
女
は

｢

娘
と
な
る｣

こ
と
を
目
的
と
す
る

の
で
、
両
者
は
全
く
異
な
る
身
分
関
係
と
な
る
。

�
そ
れ
が
慣
習
で
あ
る
と
認
め
る
が
公
序
良
俗
に
違
反
す
る
の
で
そ

れ
が
国
家
法
上
効
力
を
生
ず
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
例
え
ば
人
身
を
取

引
の
客
体
と
す
る
こ
と
や
或
い
は
個
人
の
尊
厳
を
無
視
す
る
結
納
金
を

売
買
金
に
当
て
る
こ
と
、
離
婚
時
に
妻
の
実
家
に
結
納
金
の
返
還
を
請

求
す
る
こ
と
、
女
子
の
典
胎
、
妻
の
贈
与
や
売
買
、
妻
の
放
逐
、
親
族

の
協
議
に
よ
る
寡
婦
の
追
い
出
し
、
螟
蛉
子

(

異
姓
養
子)

を
買
い
取

る
等
で
あ
る
。

�｢

新
し
い
慣
習｣

を
そ
の
規
則
を
認
め
て
す
で
に
慣
習
法
の
一
部

と
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
例
え
ば
法
院
は
日
本
統
治
の
後
期
に
、
日
本

の
民
法
上
の

｢

戸
主｣

の
概
念
は
す
で
に
長
期

(

一
九
〇
六
年
よ
り)

台
湾
で

｢

戸
口｣

制
度
を
実
施
し
て

｢

台
湾
人
の
慣
習｣

と
な
っ
た
と

考
え
、
ゆ
え
に
戸
主
の
身
分
の
相
続
は
承
認
す
る
。
し
か
し
法
院
は
日

本
民
法
上
の

｢

家
督
相
続｣

が
ま
た
台
湾
人
の
新
し
い
慣
習
と
な
っ
て

い
る
と
は
認
め
な
い
。
ゆ
え
に
台
湾
の
慣
習
法
上
の
戸
主
は
単
独
で
家

産
は
相
続
で
き
な
い

(

�)

。
ま
た
法
院
が
養
子
縁
組
関
係
の
成
立
を
認
め
た

よ
う
に
、
旧
時
確
か
に
実
父
と
養
父
の
合
意
で
す
で
に
十
分
と
の
慣
習

は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
か
な
り
抽
象
的
で

｢

上
述
の
慣
習
は
、
時
勢
の

変
化
、
文
化
の
発
達
に
と
も
な
い
、
す
で
に
改
善
さ
れ
て
い
る
こ
と｣

を
理
由
に

(

筆
者
注

社
会
の
実
状
は
こ
の
通
り
で
あ
る
か
は
別
の
こ

と
で
あ
る)
、
今
の
慣
習
に
よ
っ
て
、
養
子
が
同
意
す
る
か
或
い
は
実
の

父
母
が
養
子
に
代
わ
っ
て
養
子
縁
組
の
承
諾
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

翻 訳
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と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
養
子
縁
組
関
係
を
近
代
の
個
人
主
義
の

民
法
が
設
け
る
双
方
当
事
者
の
同
意
を
経
る
に
か
な
り
近
づ
け
た
の
で

あ
る
。

�
同
時
に

｢
法
理｣

を
法
源
と
す
る

(

�)

。
即
ち
、
法
院
は
一
九
二
二
年

の
時
に
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
台
湾
人
は
確
か
に
夫
は
ほ
ぼ
任
意
に
妾

と
別
れ
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
妾
は
夫
と
別
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

慣
習
が
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
慣
習
は

｢

妾
の
人
格
を
無
視
し
、
そ
の

天
賦
の
自
由
を
束
縛
し
、
公
序
良
俗
に
違
反
す
る｣

、
ゆ
え
に
妾
が
夫
と

別
れ
る
時
は
、｢

法
理
に
お
い
て｣
夫
と
同
等
の
対
応
を
受
け
る
べ
き
で

あ
る
。
つ
ま
り
法
理
を
法
源
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
や
は
り

慣
習
法
の
概
念
の
枠
内
の
操
作
で
あ
り
、
ゆ
え
に
法
理
で

(

間
接)

法

源
と
な
る
慣
習
法
を
補
充
し
て
い
る
。
も
う
一
例
は
法
院
が
台
湾
人
は

運
用
で
き
る
が
漢
族
の
法
伝
統
中
に
存
在
し
な
い
と
考
え
る
近
代
法
上

の
裁
判
離
婚
制
度
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
例
え
ば

｢
夫
が
妾

を
迎
え
る
こ
と｣

等
は
裁
判
離
婚
の
事
由
と
は
で
き
な
い
。
台
湾
人
は

日
本
の
民
法
親
族
編
の
離
婚
関
連
規
定
を
適
用
で
き
ず
、
こ
の
裁
判
離

婚
請
求
権
は
ま
た
台
湾
人
の
慣
習
で
な
い
の
で
、
法
理
論
上
は
法
理
を

法
源
と
す
る
の
み
で
あ
る
の
だ
が
、
た
だ
そ
の
権
利
内
容
は
明
ら
か
に

や
は
り
台
湾
人
の
慣
習
を
考
慮
し
て
い
る
。
法
院
は
同
様
に
日
本
の
民

法
典
を
適
用
し
な
い
状
況
の
下
で
、
台
湾
人
は
婚
姻
の
無
効
或
い
は
取

り
消
し
を
主
張
で
き
、
そ
れ
は
台
湾
人
の
慣
習
で
な
い
と
し
て
も
、
な

お

｢

法
理｣

に
よ
っ
て
国
家
法
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
た
。

ま
た
、
日
本
統
治
後
期
の
台
湾
人
の
親
族
・
相
続
事
項
の
国
家
法
の
内

容
に
対
し
て
重
大
な
影
響
力
を
も
つ
姉
歯
松
平
裁
判
官
、
及
び
一
九
三

六
年
高
等
法
院
の

｢

裁
判
官
連
合
総
会
議｣

の
行
な
っ
た
決
議
が
、
い

ず
れ
も
近
代
法
上
の
限
定
相
続
と
相
続
放
棄
の
制
度
に
関
し
て
、
す
で

に
台
湾
人
の
慣
習
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
と
認
め
た

(

筆
者
注

社
会

の
現
状
は
す
で
に
こ
の
通
り
で
あ
っ
た
か
は
疑
う
に
値
す
る)

。
ゆ
え
に

日
本
の
民
法
相
続
編
の
関
連
規
定
は
お
そ
ら
く

｢

法
理｣

を
適
用
し
た

と
す
べ
き
で

(

�)

、
同
時
に
慣
習
法
と
法
理
を
法
源
と
す
る
よ
う
な
も
の
な

の
で
あ
る
。

法
院
は
慣
習
法
モ
デ
ル
に
よ
っ
て

(

或
い
は
さ
ら
に

｢

法
理｣

を
適

用
し
て)

、
す
で
に
あ
る
程
度
台
湾
の
漢
族
の
親
族
・
相
続
面
で
の
法
伝

統
を
改
変
し
て
い
た
と
し
て
も
、
し
か
し
も
し
一
九
一
四
年
の
台
湾
民

法
草
案
の
慣
習
立
法
を
採
用
し
て
い
た
な
ら
、
改
変
は
大
き
く
な
り
え

た
で
あ
ろ
う
し
、
と
り
わ
け
近
代
化
の
幅
は
大
き
か
っ
た
ろ
う
。
日
本

統
治
時
代
の
法
官
た
ち
は
、
一
九
一
四
年
に
台
湾
の
民
法
草
案
を
完
成

し
た
岡
松
参
太
郎
等
の
法
学
者
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
学
の
観
念
を
共

有
し
て
お
り

(

�)

、
そ
れ
で
台
湾
人
の
親
族
・
相
続
法
規
範
の

｢

す
べ
し｣

は
何
か
に
対
し
て
、
こ
の
草
案
の
内
容
は
お
そ
ら
く
共
鳴
を
引
き
起
こ

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
つ
い
に
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の
草
案
の

中
の
台
湾
人
の
親
族
・
相
続
法
の
表
わ
す
見
解
に
つ
い
て
、
後
に
常
に

法
院
が
慣
習
法
を
形
作
る
時
に
援
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
法
院
は
一
九
二
九
年
に
こ
の
草
案
の
取
る
見
解

(

い
わ

ゆ
る

｢

新
慣
習｣
と
い
う
言
い
方
を
採
り
は
す
る
が)

を
採
用
し
、
養

子
縁
組
は
双
方
の
父
兄
の
決
定
を
経
る
必
要
は
な
く
、
当
事
者
で
あ
る

養
親
と
養
子
双
方
の
同
意
の
契
約
を
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
た
。
し
か

し
、
国
家
の
司
法
官
僚
で
あ
る
法
官
た
ち
は
、
国
家
統
治
上
お
そ
ら
く

影
響
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
よ
う
な
法
律
見
解
に
対
し
て
、
通
常
知
識

と
し
て
の
法
律
理
念
を
強
調
す
る
学
者
に
比
べ
、
よ
り
多
く
の
こ
と
を

考
え
、
改
革
に
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
を
願
わ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
岡

松
参
太
郎
等
は
一
九
一
四
年
の
台
湾
民
法
草
案
の
中
で
す
で
に
妾
を
廃

止
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
が
、
し
か
し
妾
を
も
つ
者
は
日
本
統
治

当
時
は
や
は
り
台
湾
人
社
会
の
中
の
有
力
階
層
で
あ
る
の
で
、
日
本
統

治
当
局
は
立
法
手
段
を
と
っ
て
こ
の
階
層
の
こ
の
よ
う
な
利
益
を
剥
奪

す
る
つ
も
り
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
日
本
統
治
に
対
す
る
支
持

を
取
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
司
法
関
係
者
は
大
変

｢

自
制｣

的
に｢

公
序
良
俗
違
反｣

を
理
由
に
妾
を
否
定
す
る
こ
と
は
願
わ
な
か
っ

た
の
で
あ
る

(

�)

。
一
般
的
に
言
え
ば
、
積
極
的
に
法
を
定
め
る
慣
習
立
法

は
司
法
機
関
が
受
動
的
に
認
め
た
慣
習
法
に
比
べ
、
よ
り
社
会
の
現
存

の
慣
習
を
改
変
で
き
る
の
で
あ
る
。

も
し
直
接
台
湾
に
日
本
の
近
代
民
法
の
中
の
親
族
・
相
続
の
両
編
を

施
行
す
る
な
ら
、
台
湾
人
の
現
存
の
慣
習
に
対
し
て
さ
ら
に
大
幅
な
改

変
を
加
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
た
め
に
台
湾
人
は
す
で
に
日

本
人
の
慣
習
を
受
け
入
れ
て
い
る
日
本
の
親
族
・
相
続
の
両
編
に
従
わ

ざ
る
を
え
ず
、
例
え
ば
そ
の
取
り
入
れ
て
い
る
日
本
伝
統
上
の
家
督
相

続
は
日
本
統
治
当
時
の
台
湾
の
漢
族
の
す
べ
て
の
子
が
家
産
を
継
承
す

る
と
い
う
慣
習
と
重
大
な
衝
突
を
す
る
の
で
あ
る
。｢

内
地
延
長｣

を
主

調
と
す
る
日
本
統
治
後
期
に
は
、
台
湾
総
督
府
と
姉
歯
松
平
等
台
湾
在

住
の
日
本
の
司
法
官
僚
は
、
い
ず
れ
も
制
定
法
上
の
取
り
消
し
で
あ
る

一
九
二
三
年
日
本
民
法
を
台
湾
に
施
行
し
た
時
、
台
湾
人
の
行
為
に
対

す
る
親
族
・
相
続
両
編
の
適
用
の
排
除
を
主
張
し
た
が
、
帝
国
中
央
政

府
は
そ
の
必
要
は
な
い
と
考
え
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
台
湾

総
督
府
法
院
が
台
湾
人
の
親
族
・
相
続
の
慣
習
法
を
認
め
た
時
に
や
は

り
で
き
る
だ
け
日
本
内
地
の
身
分
法
を
見
習
う
と
し
、
ま
る
で
植
民
地

の
日
本
人
の
官
僚
は
よ
り
台
湾
人
を
同
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た

(

�)

。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
国
家
主
義
を
強
調
す

る
台
湾
の
日
本
人
官
僚
に
つ
い
て
言
え
ば
、
台
湾
人
の
親
族
・
相
続
の

慣
習
法
の

｢
日
本
化｣

は

｢

近
代
化｣

よ
り
重
要
で
あ
り
、
よ
っ
て
日

本
内
地
の
法
律
を
見
習
っ
て
台
湾
の
慣
習
法
の
近
代
化
を
高
め
る
如
き
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は
、
日
本
化
の
副
産
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
統
治
末
期
の
日

本
当
局
は
台
湾
植
民
地
の
人
民
を
動
員
し
て
参
戦
さ
せ
る
た
め

｢

処
遇

改
善｣
の
措
置
を
提
起
し
た
時
、
再
び
民
法
親
族
・
相
続
両
編
の
台
湾

で
の
施
行
を
提
起
し

(

但
し
例
外
的
に
台
湾
人
に
対
し
て
家
督
相
続
は

適
用
し
な
い)
、
且
つ
一
九
四
五
年
か
ら
一
〇
年
間
は
、
日
本
民
法
を
含

む
近
代
法
制
を
高
山
族
原
住
民
の
間
に
も
施
行
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と

述
べ
た

(

�)

。
こ
れ
ら
の
措
置
は
や
が
て
す
ぐ
に
日
本
が
戦
争
に
敗
け
て
実

現
は
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
当
時
日
本
政
府

は
心
の
中
で
は
近
代
法
を
慣
習
に
代
え
、
台
湾
の
漢
族
と
原
住
民
に
与

え
る

｢

恩
恵｣

と
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
今
の
民
主
的
価
値
観
か
ら
言
え
ば
、
も
し

｢

恩
恵｣

を
与
え

る
な
ら
、
台
湾
人
に
自
己
決
定
さ
せ
る
べ
き
で
、
そ
れ
は
漢
族
の
法
伝

統
で
あ
る
慣
習
と
近
代
西
洋
文
明
よ
り
来
た
る
近
代
法
が
衝
突
し
た
時

に
は
、
一
体
ど
ち
ら
を
選
択
す
べ
き
か
、
ま
た
慣
習
法
か
或
い
は
慣
習

立
法
の
モ
デ
ル
で
行
な
う
べ
き
か
で
あ
る
。
た
だ
日
本
統
治
時
期
の
歴

史
実
践
は
こ
う
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
現
れ
た
第
一
世
代

の
台
湾
の
法
律
家
は

(

�)

、
す
で
に
前
掲
の
問
題
に
対
し
て
意
見
を
表
明
し

て
い
る
。
例
え
ば
弁
護
士
で
あ
っ
た
鄭
松
�
は
、
岡
松
参
太
郎
の
旧
慣

立
法
路
線
を
か
な
り
支
持
し
て
お
り
、
慣
習
法
を
法
典
化
す
る
こ
と
は

人
民
の
利
益
に
最
も
合
致
す
る
法
律
改
革
方
式
だ
と
考
え
た
。
蓋
し
異

な
る
社
会
は
常
に
異
な
る
価
値
と
人
に
対
す
る
態
度
を
も
ち
、
こ
れ
ら

は
み
な
慣
習
法
中
に
反
映
さ
れ
る
の
で
、
ゆ
え
に
日
本
の
近
代
民
商
法

と
異
な
る
台
湾
人
の
民
事
慣
習
法
が
、
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
限
り
は
、

保
持
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
ろ
う

(

�)

。
時
の
在
野
の
批
判
的
な
期
刊

『

臺
灣
青
年』

の
主
筆
の
林
呈
�
は
、
商
法
と
財
産
法
は

｢

超
前
立
法｣

の
必
要
が
あ
り
、
伝
統
的
な
商
事
慣
習
法
は
資
本
主
義
経
済
の
必
要
と

す
る
と
こ
ろ
に
応
ず
る
に
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
日
本
の
近
代
民
法
中

の
総
則
、
物
権
、
債
権
の
三
編
は
早
期
に
台
湾
に
施
行
す
べ
き
だ
が
、

た
だ
親
族
・
相
続
事
項
は
か
な
り
固
有
の
慣
習
を
重
ん
じ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
、
ゆ
え
に
台
湾
人
の
慣
習
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
も
の
の
、

し
か
し
妾
を
も
つ
こ
と
や
童
養
等
は
廃
止
す
べ
き
だ
と
考
え
た

(

�)

。
た
と

え
鄭
と
林
の
二
人
が
政
治
上
で
同
様
に
植
民
地
自
治
を
主
張
し
よ
う
と

も
、
し
か
し
一
人
は
植
民
地
国
家
法
が
幅
広
く
慣
習
法
を
保
持
で
き
、

且
つ
最
終
的
に
慣
習
立
法
を
採
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
、
も
う
一
人

は
植
民
地
国
家
法
が
よ
り
多
く
の
近
代
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、

親
族
・
相
続
事
項
だ
け
に
限
っ
て
慣
習
法
を
適
用
し
且
つ
近
代
法
に
合

致
し
な
い
慣
習
は
排
除
す
べ
き
こ
と
を
望
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

お
そ
ら
く
そ
の
他
の
台
湾
人
エ
リ
ー
ト
或
い
は
一
般
民
衆
に
は
、
こ
の

問
題
に
対
し
て
様
々
な
考
え
方
と
理
由
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
植
民
地
統
治
下
で
は
、
日
本
帝
国
は
終
始
台
湾
人
の
政
治
的

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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異
議
者
の
要
求
す
る｢

台
湾
議
会｣

を
設
置
す
る
こ
と
を
願
わ
ず
、
よ
っ

て
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
終
始
一
つ
の
台
湾
人
に
よ
っ
て
相
互
の
弁

論
を
通
じ
て
共
通
認
識
を
形
成
す
る
政
治
の
場
を
欠
い
た
の
で
あ
る
。

日
本
帝
国
は
一
九
四
五
年
に
敗
戦
に
よ
っ
て
瓦
解
し
ま
た
台
湾
の
統
治

権
を
渡
す
よ
う
に
要
求
さ
れ
た
が
、
し
か
し
台
湾
人
は
日
本
統
治
時
期

に
ま
だ
独
立
建
国
の
意
識
を
形
成
し
て
お
ら
ず
、
現
実
上
も
ま
た
政
府

を
接
収
し
管
理
で
き
る
台
湾
人
の
政
治
団
体
は
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
鄭

や
林
の
よ
う
な
台
湾
人
の
立
場
か
ら
慣
習
と
近
代
法
に
対
し
て
示
す
見

解
は
、
相
変
わ
ら
ず
台
湾
の
国
家
法
の
形
成
に
は
影
響
を
与
え
ら
れ
な

か
っ
た
。
高
山
族
原
住
民
族
に
至
っ
て
は
、
日
本
統
治
の
世
を
通
じ
て

極
少
数
の
政
治
エ
リ
ー
ト
が
教
育
課
程
で
近
代
法
思
想
に
触
れ
た
こ
と

が
あ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
し
、
且
つ
近
代
法
と
原
住
民
の
慣
習
に
関
し
て

ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
の
考
え
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
は
っ
き
り
表

わ
し
た
こ
と
は
な
い
。

注

(

１)

参
照
、
山
中
永
之
佑
編

『

新
・
日
本
近
代
法
論』

(

法
律
文
化
社
、
二
〇

〇
二
年)

二
一
八
頁
。

(

２)

参
照
、D

an
F
.H
enderson,"L

aw
and
P
oliticalM

odernization

in
Japan,"

in
R
obert

E
.
W
ard
ed.,
P
olitical

D
evelopm

ent
in

M
odern
Japan

(P
rinceton,

N
J:
P
rinceton

U
nivesity

P
ress,

1968)
p.
432-433

。
一
八
九
〇
年
代
初
期
に
日
本
で
教
鞭
を
と
っ
た
ア
メ

リ
カ
の
教
授John

H
enry

W
igm
ore

の
考
え
は
近
代
型
法
典
内
の
法

制
度
・
規
則
及
び
原
則
は
、
日
本
の
慣
習
に
そ
の
基
礎
を
見
い
出
す
こ
と

が
で
き
、
実
は
近
代
の
法
理
と
概
念
を
用
い
て
日
本
の
江
戸
時
代
の
法
制

を
再
解
釈
で
き
る
と
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
参
照
、K

enz�

T
akayanagi,

"John
H
enry

W
igm
ore"

in
John

H
enry

W
igm
ore
ed.
L
aw
and
Justice

in
T
okugaw

a
Japan.

P
art
1:

Introduction
(T
okyo:

U
niversity

of
T
okyo

P
ress,

1969)

。

(

３)

参
照
、O

livia
F
R
obinson,

T
D
avid
F
ergus,

&
W
illiam

M

G
ordon,

E
uropean

L
egal

H
istory:

Sources
and
Institutions

(L
ondon:

B
utterw

orths,
2nd
ed.,
1994)

p.257-258

。

(

４)

参
照
、
前
掲
注

(

１)

山
中
永
之
佑
編
著
二
一
六
―
二
一
七
頁
。
か
な

り
例
外
的
で
あ
る
の
は
、
法
典
論
争
の
中
で
あ
る
一
派
が
旧
慣
を
考
慮
す

べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
、
ゆ
え
に
明
治
民
法
は
具
体
的
な
内
容
の
な
い

｢

入
会
権｣

を
定
め
た
。
参
照
、
前
掲
注

(

１)

山
中
永
之
佑
編
著
二
二
四

頁
。

(

５)

詳
し
く
は
参
照
、
団
藤
重
光

『

法
学
入
門』

(『

現
代
法
学
全
集
１』

増

補
版
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年)

一
四
〇
―
一
四
一
頁
。

(
６)

参
照
、
柳
澤
義
男

『

実
定
法
の
体
系
と
原
理』

(

八
千
代
出
版
、
一
九
七

七
年)

五
三
―
六
一
頁
。
実
証
法
は
国
家
が
立
法
、
行
政
、
司
法
等
の
作

用
に
基
づ
い
て
作
る
法
規
範
を
含
む
が
、
後
述
す
る
制
定
法
は
国
家
が
立

法
作
用
に
基
づ
い
て
作
る
法
規
範
で
あ
る
の
で
、
両
者
は
異
な
る
。
し
か

翻 訳

64－3－ (名城 '15)78

二
五



し
、
論
文
・
著
書
の
中
に
は

｢

実
定
法｣

と

｢

制
定
法｣

を
混
同
し
て
述

べ
る
よ
う
な
も
の
が
時
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
筆
者
が

｢

実
定

法｣

とpositive
law

を
訳
さ
な
い
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。

(

７)
大
陸
法
系
の
国
家
が
法
の
適
用
に
つ
い
て
な
す
法
的
三
段
論
法
に
つ
い

て
は
、
参
照
、
王
澤
鑑

『

法
典
思
維
與
民
法
實
例』

(

王
慕
華
、
一
九
九
九

年)

二
四
〇
―
二
四
三
頁
。
法
律
条
文
で

｢

慣
習｣

を
法

(

規
則)

を
構

成
す
る
内
容
の
一
部
と
す
る
も
の
、
例
え
ば
中
華
民
国
の
民
法
第
二
〇
七

条
第
二
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

前
項
の
規
定
は
、
も
し
商
業
上
別
に

慣
習
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い｣

。
即
ち

｢

利
息
の
債
務
に
応
ず

る｣

と

｢

商
業
上
の
慣
習
が
利
息
を
元
本
に
繰
り
入
れ
て
利
息
を
生
む
こ

と
を
認
め
る｣

を
法

(

規
則)

の
構
成
要
件
と
し
て
、
そ
の
法
律
効
果
は

｢

利
息
は
元
本
に
繰
り
入
れ
て
利
息
を
生
じ
う
る｣

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
時
の
法
律
適
用
の
形
式
上
の
法
源
は
こ
の
民
法
第
二
〇
七
条
第
二
項

の
成
文
規
定
で
あ
る
。

(

８)

日
本
は
一
八
九
八
年
の
民
法
典
制
定
完
成
の
後
よ
り
こ
の
見
解
を
と
っ

て
い
る
こ
と
は
、
参
照
、
梅
謙
次
郎

『

訂
正
増
補

民
法
要
義

巻
之
一

総
則
編』

(

有
斐
閣
書
房
、
一
九
〇
八
年)

二
〇
四
頁
。
そ
の
後
の
日
本
の

学
界
の
通
説
も
こ
の
通
り
で
あ
る
こ
と
は
、
参
照
、
大
村
敦
志

『

民
法
読

解

総
則
編』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年)

二
八
八
頁
。

(

９)

参
照
、
前
掲
注

(

８)

大
村
敦
志
著
二
八
七
―
二
八
九
頁
。

(

�)

参
照
、
三
瀦
信
三『

全
訂

民
法
総
則
提
要』

(

有
斐
閣
、
一
九
三
一
年
、

第
一
版
は
一
九
一
九
年
発
行)

上
巻
二
七
四
―
二
七
五
頁
。

(

�)
｢

法
的
確
信｣

は
ま
た
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
一
定
の
事
項
に
つ
い

て
紛
争
が
生
じ
た
時
、
こ
の
慣
習
に
基
づ
い
て
解
決
す
る
と
い
う
意
識
が

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
民
事
に
関
連
す

る
慣
習
に
限
ら
れ
、
全
面
的
な
法
的
生
活
か
ら
観
察
し
た
慣
習
で
は
な
い
。

参
照
、
前
掲
注

(

５)

団
藤
重
光
著
一
六
〇
頁
、
前
掲
注

(

８)

大
村
敦

志
著
二
八
九
頁
。

(

�)

参
照
、
前
掲
注

(

８)

大
村
敦
志
著
二
八
九
頁
。
現
在
、
大
村
敦
志
教

授
は
そ
こ
で
慣
習
法
と
事
実
た
る
慣
習
を
区
分
す
る
必
要
性
に
疑
問
を
呈

し
て
い
る
。

(

�)

参
照
、
欧
陽
谿

『

法
學
通
論』

(

上
海
法
學
編
緝
社
、
上
海
會
文
堂
新
記

書
局
発
行
、
一
九
三
三
年)

上
冊
、
一
四
七
頁
。

(

�)

参
照
、
陳
瑾
昆

『

民
法
通
義
總
則』

(

北
平
朝
陽
學
院
、
一
九
三
一
年
、

第
一
版
は
一
九
三
〇
年
発
行)

一
〇
頁
。
余
�
昌

『

民
法
要
論
總
則』

(

北

平
朝
陽
學
院
、
一
九
三
一
年)

二
六
頁
。
陳
瑾
昆
は
東
京
帝
大
法
学
士
で

あ
り
、
大
理
院
庭
長
に
任
ぜ
ら
れ
、
北
平
大
学
法
学
院
教
授
及
び
北
京
大

学
と
朝
陽
学
院
講
師
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
余
�
昌
は
東
京
帝
大
法
学
士
で
あ

り
、
大
理
院
院
長
に
任
ぜ
ら
れ
、
北
平
大
学
法
学
院
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

(

�)

参
照
、
前
掲
注

(

�)

陳
瑾
昆
著
一
一
―
一
三
頁
、
胡
長
清

『

民
法
總

則』
(

上
海
・
商
務
印
書
館
、
實
用
法
律
叢
書
、
一
九
三
五
年)

一
二
頁
。

胡
長
清
、
張
正
學
、
曹
傑
は
慣
習
を

｢

慣
行｣

と
称
す
。
ま
た
参
照
、
張

正
學
・
曹
傑

『

民
法
總
則
註
釋』

(

長
沙
・
商
務
印
書
館
、
一
九
三
八
年)

三
一
頁
。

(

�)
参
照
、
前
掲
注

(

14)

陳
瑾
昆
著
一
一
頁
、
前
掲
注

(

14)

余
�
昌
著

二
六
頁
、
前
掲
注

(

15)

胡
長
清
著
一
二
頁
、
史
尚
寛

『

民
法
總
則
釋
義』

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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(

徐
寶
魯
、
上
海
會
文
堂
新
記
書
局
発
行
、
一
九
三
七
年)

六
六
―
六
七
頁
。

史
尚
寛
は
東
京
帝
大
法
学
士
と
な
っ
た
後
、
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
で

法
律
を
二
年
学
び
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
大
学
で
政
治
・
経
済
を
学

び
、
中
国
に
帰
っ
た
後
、
國
立
中
山
大
学
、
國
立
中
央
大
学
、
國
立
政
治

大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
。

(

�)

前
掲
注

(
14)

陳
瑾
昆
著
一
二
頁
。
日
本
の
一
八
九
八
年
に
法
律
第
一

〇
号
と
し
て
公
布
・
施
行
し
た

｢

法
例｣

は
、
第
一
条
で
法
律
は
公
布
後

い
つ
施
行
す
る
か
を
定
め
、
第
二
条
は
慣
習
の
効
力
を
定
め
た
が
、
第
三

条
か
ら
は
渉
外
民
事
事
件
の
準
拠
法
は
何
か
を
定
め
、
こ
の
部
分
の
規
定

は
中
華
民
国
法
制
上

｢

渉
外
民
事
法
律
適
用
法｣

に
現
れ
た
。
ま
た
中
華

民
国
法
制
上
は
日
本
の

｢

法
例｣

と
等
し
い
法
律
は
な
い
と
言
え
る
。

(

�)

参
照
、
前
掲
注

(

14)

陳
瑾
昆
著
一
二
頁
、
前
掲
注

(

15)

張
正
學
・

曹
傑
著
三
二
頁
、
前
掲
注

(

15)

胡
長
清
著
一
三
頁
。

(

�)

戦
後
の
台
湾
の
第
一
世
代
の
法
学
者
の
構
成
に
関
し
て
は
、
参
照
、
王

泰
升

｢

四
個
世
代
形
塑
而
成
的
戰
後
台
灣
法
學｣

(

台
灣
法
學
會
台
灣
法
學

史
編
輯
委
員
會
編

『

戰
後
台
灣
法
學
史』

元
照
、
二
〇
一
二
年)
上
冊
三

二
―
四
四
頁
。

(

�)

参
照
、
韓
忠
謨

『

法
學
緒
論』

(

韓
忠
謨
、
第
六
版
、
一
九
七
七
年
、
初

版
は
一
九
六
二
年
発
行)

二
三
―
二
四
頁
。

(

�)

二
〇
〇
〇
年
代
の
民
法
物
権
編
の
改
正
の
前
に
、
王
澤
鑑
教
授
は
次
の

よ
う
に
言
っ
た
。｢

我
国
の
民
法
第
一
条
以
外
の
条
文
の
い
わ
ゆ
る
慣
習
は
、

…
取
引
上
の
慣
行
を
指
す
に
す
ぎ
ず
、
慣
習
法
の
意
味
は
も
た
な
い
。｣

参

照
、
王
澤
鑑

『

民
法
實
例
研
習

民
法
總
則』

(

王
澤
鑑
、
第
八
版
、
一
九

九
〇
年)

二
五
―
二
八
頁
。
参
照
、
黄
茂
榮

『

民
法
總
則』

(

黄
茂
榮
、
植

根
法
學
叢
書
、
増
訂
版
、
一
九
八
二
年)

五
―
四
四
頁
。
施
�
揚

『

民
法

總
則』

(

三
民
書
局
、
第
四
版
、
一
九
八
七
年)

五
四
―
五
七
頁
。
施
�
揚

教
授
は
前
掲
著
で
民
法
条
文
中
特
に

｢

別
に
慣
習
あ
る
は
、
そ
の
慣
習
に

依
る
／
従
う｣

と
定
め
る
条
文
を
列
挙
す
る
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
の
は
、

民
法
第
六
八
条
一
項
、
二
〇
七
条
二
項
、
三
一
四
条
、
三
七
二
条
、
四
二

九
条
一
項
、
四
五
〇
条
二
項
、
五
三
七
条
、
五
七
九
条
、
五
九
二
条
、
七

七
六
条
、
七
七
八
条
、
七
八
五
条
三
項
、
七
九
〇
条
二
号
、
八
〇
〇
条
、

八
三
四
条(

筆
者
注

二
〇
一
〇
年
の
改
正
前
の
内
容)

、
八
三
六
条
一
項
、

八
三
八
条
、
八
四
六
条

(

筆
者
注

永
佃
権
を
挙
げ
る
が
、
現
在
は
す
で

に
削
除)

、
九
一
五
条
一
項
等
で
あ
る
。
且
つ
施
�
掲
教
授
は
次
の
よ
う
に

言
う

｢

こ
の
時
優
先
し
て
慣
習
を
適
用
す
る
の
は
、
慣
習
の
優
先
効
力
の

た
め
で
あ
る｣

。
説
明
を
補
充
す
べ
き
は
、
台
湾
社
会
の
慣
習
は
国
家
法
上

の
慣
習
法
或
い
は
事
実
た
る
慣
習
以
外
の
身
分
で
、
実
際
上
規
範
作
用
を

発
揮
す
る
こ
と
が
、
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。
例
え
ば
民
法
第
七
二
条

の

｢

公
序
良
俗｣

、
第
一
四
八
条
の

｢

信
義
誠
実
の
原
則｣

、
そ
し
て
第
一

八
四
条
の
不
法
行
為
の
不
法
意
識
は
、
お
そ
ら
く
社
会
の
慣
習
の
規
範
内

容
を
一
緒
に
評
価
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
重
要
性
は
実
は
本

稿
で
論
じ
た
い
慣
習
立
法
、
慣
習
法
、
事
実
た
る
慣
習
等
の
運
用
方
式
に

及
ば
な
い
の
で
、
省
略
す
る
も
の
と
す
る
。

(
�)
明
治
の
日
本
よ
り
法
学
界
で
言
う

｢

事
実
た
る
慣
習｣

は
、
本
質
上
や

は
り
一
種
の
規
範
で
あ
る
が
、
法
概
念
上
は
こ
の
よ
う
な
規
範
は
す
で
に

社
会
に
お
い
て
一
般
の
人
々
に
共
同
で
守
ら
れ
て
い
る
と
は
ほ
と
ん
ど
考

翻 訳
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え
ら
れ
な
い
の
で
、
ゆ
え
に
そ
れ
は
な
お

｢

法
的
確
信｣

を
欠
く
と
考
え

ら
れ
る
。

(
�)
そ
の
詳
細
な
説
明
は
、
参
照
、
王
泰
升

｢

台
灣
民
事
財
産
法
文
化
的
變

遷
―
以
不
動
産
買
賣
為
例｣

(

同
氏

『

台
灣
法
的
世
紀
變
革』

元
照
、
二
〇

〇
五
年)
三
五
四
頁
。

(

�)

こ
の
報
告
の
戦
後
時
期
の
部
分
に
つ
い
て
、
各
法
院
の
管
轄
区
域
に
関

す
る
民
事
慣
習
報
告
、
及
び
組
団
の
実
地
調
査
結
果
を
総
合
し
て
得
ら
れ

る
の
は
、
こ
の
実
地
調
査
は
一
九
六
六
年
八
月
よ
り
始
ま
り
、
同
年
一
二

月
ま
で
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
ゆ
え
に
調
査
し
て
い
る
の
は
一
九
六
〇
年

代
に
存
在
し
た
慣
習
の
内
容
で
あ
る
。
参
照
、
司
法
行
政
部
編

『

臺
灣
民

事
習
慣
調
査
報
告』

(

台
北
、
司
法
行
政
部
、
初
版
、
一
九
六
九
年)

｢

凡

例｣

一
―
二
頁
。

(

�)

こ
の
報
告
の
日
本
統
治
時
期
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
台
湾
総
督
府
高
等

法
院
の
判
決
例
及
び
解
釈
を
主
要
な
資
料
と
し
て
、
ま
た
日
本
統
治
時
期

の
学
者
の
論
文
・
著
書
等
を
参
酌
し
て
整
理
し
て
得
た
も
の
で
あ
る
。
参

照
、
前
掲
注

(

24)
『

臺
灣
民
事
習
慣
調
査
報
告』

｢

凡
例｣
一
頁
。
現
在

の
台
湾
の
法
院
が
民
法
第
一
条
の
定
め
る

｢

民
事
の
、
法
律
で
規
定
な
き

も
の
は
、
慣
習
に
よ
る｣

を
適
用
し
、『

臺
灣
民
事
習
慣
調
査
報
告』
の
内

容
を
引
用
す
る
な
ら
、
注
意
す
べ
き
こ
の
民
法
第
一
条
が
指
す
の
は
現
在

の
慣
習
で
、
過
去
の
も
の
や
日
本
統
治
時
期
の
旧
国
家
法
の
内
容
で
は
な

い
こ
と
で
あ
る
。
旧
国
家
法
の
内
容
で
説
明
で
き
る
こ
と
は
、
社
会
の
一

般
の
人
々
が
こ
の
旧
国
家
法
の
長
期
施
行
に
よ
っ
て
、
政
権
移
転
後
し
ば

ら
く
で
、
や
は
り
旧
時
代
の
慣
習
法
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
構
成
員

が
い
ず
れ
も
守
る
べ
き
と
の
共
通
意
識
を
も
っ
た
た
め
に
、
現
在

(

新
国

家
法
の
施
行
期
間)

の
社
会
の
慣
習
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で

あ
る
。
こ
れ
が
一
九
六
〇
年
代
に
作
っ
た

『

臺
灣
民
事
慣
習
調
査
報
告』

が
、
大
量
に
日
本
統
治
時
期
の
親
族
・
相
続
の
慣
習
法

(

旧
国
家
法)

を

引
用
す
る
原
因
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
の
法
院
は
全
体
と
し
て
の
旧
国

家
法

(

慣
習
に
よ
る
民
事
の
身
分
法
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
民
商
法
を
適

用
す
る
民
事
財
産
法
、
及
び
民
事
以
外
の
領
域
の
法
律
を
含
む)

を
ど
の

よ
う
に
見
て
い
る
か
。
こ
の
民
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、｢

法
律
の
規

定
な
け
れ
ば｣

、
ま
た
こ
の
よ
う
な

｢

慣
習｣

も
な
け
れ
ば
、｢

法
理
に
よ

る｣

べ
き
と
す
る
か
ら
に
は
、
即
ち
既
得
権
益
を
保
障
す
る
の
法
理
で
処

理
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
今
の
法
院
が
今
の
法
廷
で
公
共
の
秩
序

を
理
由
に
旧
法
の
適
用
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
な
い
。
か
な
り
詳

し
い
法
律
論
証
は
、
参
照
、
王
泰
升

｢

論
台
灣
法
律
史
在
司
法
實
務
上
的

運
用｣

(

同
氏『

台
灣
法
的
斷
裂
與
連
續』

元
照
、
二
〇
〇
二
年)

二
二
〇
―

二
二
二
・
二
二
九
・
二
五
一
頁
。

(

�)

台
湾
高
等
法
院
は
二
〇
一
〇
年
の
判
決
で
タ
イ
ヤ
ル
族
が
倒
木
を
持
ち

去
っ
た
行
為
は
正
当
で
あ
る
と
認
め
た
時
、
行
政
院
原
住
民
委
員
会
の
こ

の
部
族
に
対
し
て
な
し
た
慣
習
調
査
を
引
用
し
た
が
、
こ
れ
は
民
進
党
政

府

(

二
〇
〇
〇
―
二
〇
〇
八
年)

が
す
で
に
原
住
民
族
各
部
族
の
慣
習
に

対
す
る
最
初
の
調
査
を
新
た
に
行
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
今
の

台
湾
の
司
法
行
政
機
関
が
、
慣
習
の
国
家
法
制
上
果
た
す
べ
き
役
割
と
い

う
問
題
を
直
視
す
る
の
な
ら

『

臺
灣
民
事
習
慣
調
査
報
告』

の
中
で
述
べ

ら
れ
た
台
湾
人
の
慣
習
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
実
証
調
査
を
行
な
い
、
併

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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せ
て
前
掲
報
告
書
の
中
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
原
住
民
族
の
慣
習
を
取
り

入
れ
、
現
代
版
の
台
湾
慣
習
調
査
報
告
を
作
る
べ
き
で
あ
る
。

(
�)
参
照
、
中
生
勝
美

｢

ド
イ
ツ
比
較
法
学
派
と
台
湾
旧
慣
調
査｣

(

宮
良
高

弘
・
森
謙
二
編

『

歴
史
と
民
族
に
お
け
る
結
婚
と
家
族
―
江
守
五
夫
先
生

古
稀
紀
念
論
文
集
―』

第
一
書
房
、
二
〇
〇
〇
年)

三
七
三
―
四
〇
〇
頁
。

福
島
正
夫

｢
岡
松
参
太
郎
博
士
の
台
湾
旧
慣
調
査
と
、
華
北
農
村
慣
行
調

査
に
お
け
る
末
弘
厳
太
郎
博
士｣

(

戒
能
通
厚
編

『

福
島
正
夫
著
作
集』

第

六
巻
比
較
法
、
勁
草
書
房
、
一
九
九
五
年)

三
八
九
―
四
二
四
頁
。
注
意

す
る
に
値
す
る
の
は
、
満
州
国
は
戦
前
の
日
本
帝
国
が
作
り
上
げ
た
傀
儡

政
権
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
法
秩
序
の
設
定
に
お
い
て
は
一
つ
の
多
民

族
国
家
で
あ
り
、
即
ち
日
本
人
・
朝
鮮
人
の
外
、
さ
ら
に
満
州
人
、
漢
人
、

モ
ン
ゴ
ル
人
、
ウ
イ
グ
ル
人
、
白
ロ
シ
ア
人
が
い
た
。
ゆ
え
に
満
州
国
は

親
族
・
相
続
に
関
す
る
法
典
を
起
草
す
る
た
め
に
、
一
九
三
九
年
か
ら
満
、

漢
、
蒙
、
回
、
白
ロ
シ
ア
各
民
族
グ
ル
ー
プ
の
親
族
・
相
続
面
で
の
慣
習

を
調
査
し
始
め
、
つ
い
に
一
九
四
五
年
七
月
一
日
に
満
州
親
族
・
相
続
法

を
制
定
、
公
布
し
た
が
、
満
州
国
は
す
ぐ
に
滅
亡
し
た
。
単
純
に
慣
習
と

国
家
法
の
両
者
が
ど
の
よ
う
に
互
い
に
影
響
し
合
っ
た
か
に
つ
い
て
見
る

と
、
満
州
親
族
・
相
続
法
は
戦
前
の
日
本
の
法
学
界
が
明
治
初
期
よ
り
、

何
度
も
経
験
を
重
ね
た
後
の
最
後
の
作
品
と
言
え
る
。
も
し
そ
れ
を
本
稿

で
後
述
す
る
台
湾
で
定
め
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
一
九
一
四
年
の

｢

臺
灣
親

族
相
續
令｣

の
草
案
と
比
較
す
る
な
ら
、
ま
た
一
つ
の
興
味
汲
れ
る
論
題

と
な
る
。
参
照
、
千
種
達
夫

『

満
州
家
族
制
度
の
慣
習』

(

一
粒
社
、
一
九

六
四
年)

序
・
八
―
一
七
頁
。

(

�)

北
京
政
府
司
法
部
修
訂
法
律
館
及
び
各
省
司
法
機
関
は
、｢

民
律
總
則
習

慣｣

、｢

物
権
習
慣｣

、｢

債
権
習
慣｣

、｢

親
屬
繼
承
習
慣｣

等
各
省
の

｢

民

商
慣
習｣

を
各
々
収
集
し
た
。
参
照
、
司
法
行
政
部
編

『

中
國
民
商
事
習

慣
調
査
報
告
録』

(

進
學
書
局
、
古
亭
書
屋
発
行
、
第
一
版
、
一
九
六
九
年
、

原
出
版
は
一
九
三
〇
年)

凡
例
。

(

�)

例
え
ば
参
照
、
高
其
才
主
編

『

当
代
中
国
少
数
民
族
慣
習
法』

北
京
、

法
律
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
。

(

�)

参
照
、
王
泰
升

『

台
灣
法
律
史
概
論』

(

元
照
、
四
版
、
二
〇
一
二
年)

一
〇
七
頁
。
中
国
の
学
者
の
謝
暉
は
ま
た

｢

民
間
法｣

と
い
う
呼
び
方
を

し
、
そ
し
て
こ
の
名
称
で
一
連
の
書
籍
の
出
版
を
し
て
い
る
。
例
え
ば
参

照
、
張
暁
萍『

論
民
間
法
的
司
法
運
用』

(

北
京
、
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、

二
〇
一
〇
年)

三
―
二
四
頁
。

(

�)

参
照
、
高
其
才

『

中
国
習
慣
法
論』

(

北
京
、
中
国
法
制
出
版
社
、
改
訂

版
、
二
〇
〇
八
年)

一
―
五
頁
。
他
に

｢

民
間
法｣

の
語
を
採
る
者
は
、

民
間
法
は
お
そ
ら
く
自
然
の
進
展
の
結
果
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら

に
制
定
法
と
同
じ
く

｢

理
性
が
作
る｣

も
の
で
あ
る
の
で
、
性
質
上
自
然

進
展
の
慣
習
法
は
民
間
法
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
参
照
、
前
掲
注

(

30)

張
暁
萍
著
一
七
―
一
八
頁
。
し
か
し
筆
者
は
制
定
法
の
概
念
は
、
重
視
す

る
の
は
法
が

(

権
力
分
立
制
度
の
下
で
の)

立
法
機
関
の
制
定
で
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
も
し
立
法
機
関
の
制
定
法
律
が
そ
れ
が
理
性
に
基
づ
く
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
な
ら
社
会
の
自
然
が
形
成
し
た
慣
習
も

ま
た
理
性
が
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
一
つ
の
道
を
設
け
て
人
に
歩
か
せ
、
人
と

自
然
が
一
つ
の
道
を
歩
く
な
ら
、
い
ず
れ
も
一
定
の
道
理
が
存
在
す
る
よ

翻 訳
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う
な
も
の
で
あ
る
。｢

民
間
法｣

と

｢

慣
習
法｣

と
い
う
二
つ
の
語
彙
は
、

違
い
と
い
う
の
は
前
者
は
か
な
り
明
ら
か
に
そ
の
権
威
性
が
民
間
か
ら
来

て
お
り
、
国
家
か
ら
で
は
な
い
。
後
者
は
か
な
り
明
ら
か
に
そ
の
権
威
性

が
社
会
の
共
通
認
識
よ
り
来
て
い
る
が
、
指
す
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
り
、

一
つ
を
選
ん
で
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)
｢

植
民
地｣
の
概
念
は
西
洋
文
明
に
源
を
発
し
、
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ

ル
の
中
南
米
の
植
民
地
、
或
い
は
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
北
米
の
植
民

地
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
は
一
つ
の
政
治
的
単
位
で
あ
り
、
政
治
・
経

済
上
植
民
地
支
配
国
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
従
っ
て
い
る
が
、
支
配
国
を
抜

け
出
し
て
国
際
法
上
の
主
権
独
立
国
家
と
な
る
機
会
が
あ
る
。
植
民
地
は

一
つ
の
政
治
的
単
位
と
な
る
特
性
が
あ
り
、
且
つ
こ
の
概
念
は
一
九
世
紀

に
東
ア
ジ
ア
に
伝
わ
っ
た
時
常
に
白
人
が
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地

の
人
々
を
搾
取
し
た
と
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
た
の
で
、
ゆ
え
に
日
本

帝
国
は
正
式
の
法
制
度
上
台
湾
を｢

植
民
地｣

と
呼
ば
ず
、｢

新
た
な
領
土｣

或
い
は

｢

外
地｣

と
称
し
た
。

(

�)

ま
た
民
商
事
項
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
民
族
集
団
に
は
異
な
る
法
律
を

適
用
す
る
と
の

｢

複
数
法
制｣

の
原
則
を
採
り
、
日
本
人
は
現
代
民
商
法

典
に
よ
り
、
台
湾
人
は
旧
慣
に
よ
る
と
し
た
。
一
八
九
八
年
の
律
令
第
八

号
第
一
条
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

民
事
商
事
…
事
項
に
関
し
て｣

、

｢

民
法
商
法
…
民
事
訴
訟
法｣

に
よ
る
が
、
し
か
し
同
条
但
書
は
次
の
よ
う

に
定
め
る

｢

本
島
人
及
び
清
国
人
以
外
に
関
係
者
の
い
な
い
民
事
及
び
商

事
に
関
す
る
事
項
は
、
特
別
に
規
定
の
あ
る
も
の
の
外
、
現
行
の
例
に
よ

る｣

、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る

｢

現
行
の
例｣

は
一
八
九
五
年
の
時
に
頒
布
さ
れ

た
日
令

(

軍
令)

の
定
め
る
準
拠

｢

慣
例
及
び
法
理｣

を
指
す
。
同
日
に

公
布
さ
れ
た
律
令
第
九
号
第
一
条
は
ま
た
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

土
地
の

権
利
に
関
し
て
は
、
暫
時
民
法
第
二
編
物
権
の
規
定
に
よ
ら
ず
、
旧
慣
に

よ
る
。｣

一
九
〇
八
年
八
月
の
間
に
も
う
一
度
律
令
で

｢

台
湾
民
事
令｣

を

発
布
し
、
再
び
そ
の
意
味
を
確
認
し
て
明
確
に
定
め
た
。｢

本
島
人
及
び
清

国
人
の
間
に
の
み
及
ぶ
民
事｣

は
、
極
少
数
の
例
外
を
除
き
、｢

民
法
・
商

法
及
び
そ
の
付
属
法
律
に
よ
ら
ず
、
旧
慣
に
よ
る｣

。
律
令
制
度
及
び
こ
れ

ら
の
律
令
の
す
べ
て
の
内
容
に
関
し
て
、
参
照
、
前
掲
注

(

30)

王
泰
升

著
一
三
〇
・
二
七
八
頁
。

(

�)

か
な
り
詳
細
な
論
述
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
王
泰
升

『

台
灣
日
治
時
期

的
法
律
改
革』

(

聨
經
、
一
九
九
九
年)

九
二
―
一
〇
二
・
一
一
一
頁
。
前

掲
注

(

30)

王
泰
升
著
六
六
―
六
八
・
二
一
三
―
二
一
六
頁
。

(

�)

日
本
統
治
前
期
に

｢

旧
慣
法
学｣

全
体
を
主
導
し
た
岡
松
参
太
郎
は
、

｢

旧
慣｣

と
は
即
ち
旧
政
府
時
代
に
施
行
し
た
法
律
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ

れ
は
成
文
で
な
い
慣
習
規
範
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
例

え
ば
大
清
律
例
等
の
官
府
の
成
文
規
定
に
も
記
載
さ
れ
る
の
だ
が
、
た
だ

清
の
統
治
す
る
台
湾
の
漢
人
社
会
で
普
遍
的
に
守
ら
れ
て
い
る
が
、
清
朝

の
官
府
の
成
文
規
定
に
違
反
す
る
慣
習
も
や
は
り

｢

旧
慣｣

に
属
す
る
。

参
照
、
岡
松
参
太
郎

｢

台
湾
現
時
の
法
律｣

(『

台
湾
慣
習
記
事』

第
三
巻

第
一
号
、
一
九
〇
三
年
一
月)

七
―
九
頁
。

(
�)
日
本
統
治
時
期
の
台
湾
の
憲
政
体
制
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
帝
国
議
会
が

制
定
す
る
法
律
は
勅
令
で
そ
れ
を
台
湾
に
施
行
す
る
こ
と
を
指
定
す
る
こ

と
を
経
て
、
こ
の
法
律
は
台
湾
で
よ
う
や
く
効
力
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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｢

法
例｣

は
一
八
九
八
年
六
月
二
一
日
に
法
律
第
一
〇
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、

同
年
七
月
一
六
日
に
施
行
さ
れ
、
ま
た
一
八
九
八
年
の
勅
令
第
一
六
一
号

の
指
定
を
経
て
こ
の
法
律
は
一
八
九
八
年
七
月
一
六
日
よ
り
台
湾
で
施
行

さ
れ
た
。
参
照
、
前
掲
注

(

30)

王
泰
升
著
一
三
〇
頁
。
ま
た
拓
務
大
臣

官
房
文
書
課

｢

内
外
地
法
令
対
照
表｣

(

拓
務
大
臣
官
房
文
書
課
、
一
九
四

一
年)

一
頁
。

(

�)

清
朝
の
統
治
時
期
に
は
、
例
え
ば
大
清
律
例
等
官
府
の
成
文
規
定
の
中

で
は
、
今
で
は

｢

民
事｣
に
帰
す
る
戸
婚
田
土
銭
債
事
項
に
対
し
て
は
、

あ
る
程
度
の
規
範
と
な
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
し
か
し
地
方
の
父
母
官
は

個
別
の
事
件
を
処
理
す
る
時
に
は
お
そ
ら
く
こ
れ
に
従
い
、
ま
た
お
そ
ら

く
従
わ
ず
に
当
地
の
慣
習
を
判
断
の
拠
り
所
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

民
間
慣
習
は
、
た
と
え
あ
る
事
件
の
中
で
裁
断
さ
れ
た
地
方
官
或
い
は
調

停
を
行
な
っ
た
公
親
が
採
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
以
後
の
類
似
の
事
件

の
中
で
ま
た
地
方
官
或
い
は
公
親
の
援
用
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
保

証
と
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
一
種
の
近
代
法
と
異
な
っ
た
法
生
活
の
方
式

で
あ
る
。
参
照
、
前
掲
注

(

�)

王
泰
升
著
四
七
―
四
九
・
六
九
―
七
三

頁
。

(

�)

参
照
、
山
根
幸
夫

｢

臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
の
成
果｣

(

同
氏

『

論
集

近
代
中
国
と
日
本』

山
川
、
一
九
七
六
年)

八
〇
頁
。
鄭
政
誠

『

臺
灣
大

調
査：

臨
時
臺
灣
舊
慣
調
査
會
之
研
究』

(

博
揚
、
二
〇
〇
五
年)

八
七
頁
。

(

�)
『

台
湾
私
法』

の
編
別
区
分
は
不
動
産
、
人
事
、
動
産
、
商
事
と
債
権
の

四
編
で
あ
り
、
日
本
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
式
民
・
商
法
典
と
は
異
な
る
と

は
い
え
、
両
者
は
大
同
小
異
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
の
概
念
法
学
に

基
づ
い
て
体
系
化
し
た
結
果
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば

『

台
湾
私
法』

は
旧

慣
上
の｢

�｣

の
関
係
を
、
目
的
の
違
い
を
借
り
て
、｢

�
佃｣

、｢

�
地
基｣

、

｢

�
地｣

に
分
け
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
日
本
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
式
の

民
法
典
上
の

｢

永
小
作
権｣

、｢

地
上
権｣

、｢

賃
借
権｣

の
分
類
の
影
響
を

受
け
た
の
だ
ろ
う
。
参
照
、
王
泰
升

｢

殖
民
現
代
性
法
學：

日
本
殖
民
統

治
下
台
灣
現
代
法
學
知
識
的
發
展

(

一
八
九
五
―
一
九
四
五)｣

(『

政
大
法

學
評
論』

第
一
三
〇
期
、
二
〇
一
二
年
一
二
月)

二
〇
九
頁
。

(

�)

参
照
、
臨
時
臺
灣
舊
慣
調
査
會
編

『

臨
時
臺
灣
旧
慣
調
査
會
第
一
部
調

査
第
三
回
報
告
書

臺
灣
私
法』

第
一
巻
上

(

臨
時
臺
灣
旧
慣
調
査
会
、

一
九
〇
九
年)

二
八
〇
―
二
八
九
頁
。

(

�)

参
照
、
前
掲
注

(

30)

王
泰
升
著
二
八
〇
頁
。

(

�)

詳
し
く
は
、
参
照
、
前
掲
注

(

34)

王
泰
升
著
三
〇
六
―
三
一
〇
頁
。

(

	)

参
照
、
前
掲
注

(

34)

王
泰
升
著
三
二
八
―
三
三
二
頁
。

(


)

詳
し
く
は
、
参
照
、
王
泰
升

｢

日
治
時
期
高
山
族
原
住
民
族
的
現
代
法

治
初
體
驗：

以
關
於
惡
行
的
制
裁
為
中
心｣

(『

臺
大
法
學
論
叢』

第
四
〇

巻
第
一
期
、
二
〇
一
一
年
三
月)

二
四
―
四
七
頁
。

(

�)

日
本
統
治
時
期
の
国
家
法
中
、
制
定
法
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
法
律
規
範

は
、
い
ず
れ
も
規
範
を
用
い
る
の
は
日
本
人
・
台
湾
人
で
あ
り
、
高
山
族

原
住
民
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
台
湾
総
督
府
は
律
令
で

｢

蕃
人
で
な
い

者｣

は
い
か
な
る
名
義
で
あ
ろ
う
と
、
特
別
の
規
定
に
よ
り
総
督
の
許
可

を
経
な
い
限
り
、
占
有
及
び
そ
の
他
の
権
利
の
目
的
の
た
め
に
蕃
地
を
使

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
定
め
た
。
参
照
、
前
掲
注

(

30)

王
泰
升
著

一
八
〇
頁
。
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(

�)

一
九
〇
三
年
の
後
よ
り
、｢

蕃
人
の
蕃
地｣

を
警
察
系
統
が
専
門
に
担
当

す
る
こ
と
を
確
立
し
た
。
お
よ
そ
蕃
人
で
あ
れ
ば
、
蕃
地
或
い
は
普
通
の

行
政
区
に
居
住
す
る
を
論
ぜ
ず
、
皆
理
蕃
警
察
の
特
別
統
治
を
受
け
た
。

参
照
、
前
掲
注

(

30)

王
泰
升
著
四
九
―
五
〇
頁
。

(

�)

参
照
、
前
掲
注

(

30)

王
泰
升
著
五
〇
―
五
二
頁
。

(

�)

参
照
、
前
掲
注

(

39)

王
泰
升
論
文
二
一
六
―
二
一
八
頁
。
高
山
族
原

住
民
族
は

｢

法
律
保
留
原
則｣

の
適
用
が
な
い
の
で
、
ゆ
え
に
法
的
意
味

を
も
た
な
い
事
実
た
る
慣
習
に
よ
っ
て
そ
の
法
的
事
務
を
処
理
で
き
る
。

(

�)

日
本
で
は
初
め
て
領
有
し
た
台
湾
に
お
い
て
一
八
九
七
年
に
、
原
住
民

社
会
の
固
有
の
制
裁
方
式
を
除
い
て
、
近
代
型
国
家
法
の

｢

生
蕃
刑
罰
令｣

草
案
を
強
力
に
導
入
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
提
起
し
た
が
、
し
か
し

つ
い
に
原
住
民
族
の
武
力
抵
抗
を
引
き
起
こ
す
だ
け
だ
っ
た
た
め
施
行
し

な
か
っ
た
。
一
九
〇
六
年
三
月
の
間

｢

蕃
人
犯
罪
事
件
処
理
ノ
件｣

の
通

牒
に
関
し
て
、
高
山
族
原
住
民
族
の
一
切
の
刑
事
・
民
事
事
件
は

｢

行
政

処
分
に
よ
る｣

と
い
う
原
則
を
確
定
し
て
、
高
山
族
原
住
民
社
会
は
そ
の

旧
慣
を
も
つ
の
で
、
ゆ
え
に
行
政
上
の
処
分
を
運
用
し
て
適
度
に
斟
酌
す

る
と
考
え
た
の
は
、
か
な
り
有
効
で
適
切
な
方
針
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た

国
家
は
そ
の
慣
習
に
対
し
て
条
件
付
で
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

例
え
ば
台
東
庁
が
一
九
〇
八
年
に

｢

蕃
人
懲
罰
内
則
及
施
行
手
續
之
件｣

を
定
め
た
時
に
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
即
ち
過
去
の

｢

多
数
の
時
に
蕃
社

内
の
慣
習
に
基
づ
き
制
裁
し
た｣

、
し
か
し
そ
の
後

｢

官
の
干
渉
が
そ
の
善

悪
の
判
定
に
及
び
相
当
の
制
裁
を
施
し
た｣

。
た
だ
一
九
二
二
年
時
日
本
の

統
治
当
局
は
な
お
、
高
山
族
原
住
民
は
一
般
の
行
政
地
区
内
に
入
れ
ら
れ

た
と
し
て
も
、
暫
時
一
般
刑
法
を
含
む

｢

一
般
法
令｣

を
適
用
し
な
い
と

述
べ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
刑
法
と
抵
触
す
る
原
住
民
族
の
慣
習
は
援
用
さ

れ
う
る
の
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
に
至
る
ま
で
、
台
湾
総
督
府
側
は
十
年

後
に
理
蕃
行
政
を
終
え
、
ま
た
一
般
法
律
を
適
用
す
る
と
述
べ
た
が
、
日

本
統
治
が
終
結
す
る
時
で
も
な
お
そ
の
よ
う
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。
た
だ
同
時
に
注
意
す
べ
き
は
、
理
蕃
警
察
が
高
山
族

原
住
民
の
慣
習
を
参
酌
し
て
為
し
た
機
に
応
じ
た
処
分
で
あ
ろ
う
と
、
或

い
は
高
山
族
原
住
民
の
各
部
落
が

｢

社
内
規
約｣

に
転
化
し
た
伝
統
規
範

に
基
づ
い
て
為
し
た
処
置
で
あ
ろ
う
と
、
内
容
上
は
い
ず
れ
も
あ
る
程
度

近
代
法
の
要
素
を
具
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
参
照
、
前
掲
注

(

�)

王

泰
升
論
文
、
三
一
・
三
九
・
五
二
・
五
五
―
六
三
・
六
七
―
七
一
頁
。

(

�)

参
照
、
蔡
桓
文

｢

國
家
法
與
原
住
民
族
習
慣
規
範
之
衝
突
與
解
決｣

(

國

立
臺
灣
大
學
法
律
學
系
碩
士
論
文
、
二
〇
〇
七
年)

一
五
四
―
一
六
四
頁
。

(

�)

参
照
、
前
掲
注

(

30)

王
泰
升
著
三
〇
四
頁
。

(

�)

こ
れ
ら
の
民
法
典
草
案
の
重
要
内
容
及
び
そ
の
説
明
に
関
し
て
は
、
他

稿
で
す
で
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
重
ね
て
述
べ
る
こ
と
は
し
な

い
。
次
を
参
照
さ
れ
た
い
。
王
泰
升

『

具
有
歴
史
思
維
的
法
學

結
合
台

灣
法
律
社
會
史
與
法
律
論
證』

(

作
者
出
版
、
元
照
販
売
、
二
〇
一
〇
年)

一
七
六
―
一
九
四
頁
。

(
	)

こ
の
一
九
一
四
年
の
台
湾
の
民
法
草
案
の
中
で
認
め
ら
れ
る

｢

台
湾
人

の
旧
慣｣

は
、
漢
族
の
法
伝
統
で
あ
れ
或
い
は
清
の
統
治
時
期
の
法
的
措

置
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
日
本
人
の
目
か
ら
説
明
し
た
も
の
な
の
で
、｢

他
の

民
族
の
観
察｣

と
言
う
こ
と
が
で
き
、
台
湾
人
自
身
は
声
を
発
し
て
い
な

台湾社会の慣習の国家法化について (上)
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い
。
ま
た
、
日
本
人
の
学
者
或
い
は
法
制
官
僚
が
起
草
す
る
つ
も
り
で
あ
っ

た
法
典
は
、
主
と
し
て
日
本
の
民
商
法
典
が

｢

超
前
立
法｣

の
主
た
る
根

源
と
な
り
、
日
本
法
は
す
で
に
か
な
り
よ
い
選
択
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、

も
し
台
湾
人
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
法
は
多
く
の
選
択
肢
の
一
つ
に

す
ぎ
ず
、
当
然
優
先
性
は
も
た
な
い
。
し
か
し
一
九
一
四
年
当
時
の
歴
史

の
現
場
に
戻
る
な
ら
、
根
本
的
に
こ
の
よ
う
な
台
湾
主
体
に
思
考
す
る
法

学
の
内
容
は
存
在
せ
ず
、
日
本
統
治
時
期
の

｢

台
湾
人
法
学｣

は
一
九
二

〇
年
代
の
始
め
に
至
っ
て
芽
を
出
す
が
常
に
微
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
参

照
、
前
掲
注

(

39)

王
泰
升
論
文
二
三
二
―
二
三
四
頁
。

(

�)

参
照
、
前
掲
注

(

52)

王
泰
升
論
文
一
九
七
頁
。

(

�)

内
地
延
長
政
策
の
由
来
と
そ
の
法
制
に
対
す
る
影
響
に
関
し
て
は
、
参

照
、
前
掲
注

(

34)

王
泰
升
著
一
〇
七
―
一
一
一
頁
。

(

�)

詳
し
く
は
、
参
照
、
前
掲
注

(

30)

王
泰
升
著
二
八
二
―
二
八
四
・
二

九
一
―
二
九
三
頁
。

(

�)

こ
こ
で
い
わ
ゆ
る

｢

制
定
法｣

と
は
一
九
二
二
年
の
勅
令
第
四
〇
七
号

第
五
・
一
五
条
で
定
め
る
台
湾
人
の
親
族
・
相
続
・
祭
祀
公
業
は

｢

慣
習

に
よ
る｣

を
指
し
、
こ
の
勅
令
は
一
九
二
一
年
の
法
律
第
三
号

(
俗
に
言

う

｢

法
三
号｣)

の
授
権
を
経
て
、
台
湾
に
施
行
す
る
法
律

(

例
え
ば
日
本

民
法)

に
つ
い
て
特
例
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
、
ゆ
え
に
こ
れ
ら
に
関
す

る
特
例
の
条
文
は
、
立
法
機
関
が
採
択
し
た
法
律
と
同
一
の
効
力
を
も
つ
。

参
照
、
前
掲
注

(

30)

王
泰
升
著
一
三
〇
・
二
八
二
頁
。

(

�)

参
照
、
前
掲
注

(

52)

王
泰
升
著
二
〇
五
頁
。

(

�)

類
型
化
の
進
む
台
湾
総
督
府
法
院
の
判
決
例
の
内
容
と
資
料
の
根
拠
に

つ
い
て
詳
し
く
は
、
参
照
、
前
掲
注

(

34)

王
泰
升
著
三
五
〇
―
三
六
五

頁
。

(

�)

日
本
統
治
時
期
の
法
院
は
す
で
に
日
本
民
法
上
の

｢

家
督
相
続｣

の
制

度
を
台
湾
に
導
入
し
た
と
考
え
る
学
者
も
い
る
。
参
照
、
黄
靜
嘉

『

春
帆

樓
下
晩
濤
急：

日
本
對
臺
灣
殖
民
統
治
及
影
響』

(

台
湾
商
務
印
書
館
、
二

〇
〇
二
年)

一
四
二
頁
。
司
法
実
務
界
は
ま
た
日
本
統
治
時
期
の
国
家
法

が
家
督
相
続
を
導
入
し
た
と
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
も
い
る
。
例
え

ば
大
法
官
会
議
釈
字
第
六
六
八
号
解
釈
に
対
し
て
、
徐
壁
湖
と
池
�
明
の

二
人
の
大
法
官
の
共
同
提
出
と
陳
新
民
大
法
官
の
単
独
提
出
の
意
見
書
。

参
照
、
大
法
官
会
議
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト[

原
文
、
ア
ド
レ
ス
等
あ
り]

。
こ

の
説
明
を
強
調
す
る
も
の
は
か
つ
て
戴
炎
輝
教
授
の
論
文
・
著
作
を
引
用

し
た
が
、
し
か
し
ほ
と
ん
ど
戴
教
授
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
誤
解
し
て
い

た
。
実
は
、
司
法
界
が
よ
く
知
る
戴
炎
輝
教
授
主
編
の

『

臺
灣
民
事
習
慣

調
査
報
告』

の
中
で
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
即
ち

｢

前
戸
主
の

財
産
に
関
し
て
、
戸
主
の
相
続
人
が
一
人
で
相
続
す
る
の
で
は
な
く
、
原

則
上
前
戸
主
に
男
子
孫
数
人
あ
る
時
、
慣
習
に
よ
り
、
数
人
が
共
同
で
相

続
す
る
…
。
ゆ
え
に
台
湾
で
は
、
戸
主
の
相
続

(

と
り
わ
け
法
定
相
続)

は
、
純
然
た
る
戸
主
の
身
分
上
の
地
位
の
相
続
で
あ
り
、
財
産
の
相
続
を

含
ま
な
い
。(

傍
線
筆
者)

司
法
行
政
部
編

『

臺
灣
民
事
習
慣
調
査
報
告』

四
一
五
頁
。

(
	)
日
本
の
民
法
は
未
だ
明
確
に
法
理
は
法
源
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
は

し
て
い
な
い
が
、
し
か
し
日
本
の
法
学
界
は
こ
れ
ま
で
一
八
七
五
年
の
太

政
官
布
告
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
即
ち

｢

成
文
の
法
律
な
き
時
は
、

翻 訳
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慣
習
に
よ
り
、
慣
習
な
き
時
は
、
道
理
を
推
察
し
、
法
理
に
よ
り
裁
判
す

べ
し｣

と
し
、
法
理
は
慣
習
の
後
に
置
か
れ
る
補
充
的
法
源
と
考
え
た
。

参
照
、
広
中
俊
雄

『

民
法
解
釈
方
法
に
関
す
る
十
二
講』

(

有
斐
閣
、
一
九

九
七
年)

八
八
―
九
一
頁
。
植
民
地
台
湾
の
法
制
上
、
一
八
九
五
年
の
日

令
上
明
文
で
民
事
事
件
は
慣
例
及
び
法
理
に
よ
り
裁
判
す
と
定
め
る
と
は

い
え
、
し
か
し
一
九
〇
八
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
台
湾
民
事
令
は

｢

旧
慣
に

よ
る｣

と
の
み
言
い
、
明
文
で
は
法
理
を
法
源
に
列
し
て
お
ら
ず
、
一
九

二
三
年
よ
り
効
力
を
生
じ
た
日
本
の
民
法
典
或
い
は
一
九
二
二
年
の
勅
令

第
四
〇
七
号
も
ま
た
法
理
は
法
源
の
一
つ
と
明
文
で
定
め
て
は
い
な
い
。

し
か
し
司
法
実
践
上
は
や
は
り
法
理
を
慣
習
に
次
ぐ
法
源
と
見
て
い
る
。

(

�)

参
照
、
前
掲
注

(

52)

王
泰
升
著
二
三
三
―
二
三
五
頁
、
前
掲
注

(

34)

王
泰
升
著
三
六
五
頁
。

(

�)

台
湾
総
督
府
法
院
の
法
官
と
な
る
も
の
は
、
日
本
の
裁
判
所
構
成
法
の

定
め
る
判
事
資
格
を
具
え
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
日
本
の
司
法
試
験
に
合
格

し
ま
た
実
習
を
経
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
ゆ
え
に
皆
一
定
の
近

代
西
洋
法
学
の
訓
練
を
具
え
て
い
た
。
参
照
、
前
掲
注

(

34)
王
泰
升
著

一
三
三
・
一
六
七
―
一
六
八
・
一
七
一
―
一
七
二
頁
。

(

�)

詳
し
く
は
、
参
照
、
前
掲
注

(

52)

王
泰
升
著
一
九
一
―
一
九
二
・
一

九
八
―
一
九
九
頁
。

(

�)

参
照
、
曽
文
亮

｢

全
新
的

『

舊
慣』：

總
督
府
法
院
對
臺
灣
人
家
族
習
慣

的
改
造(

一
八
九
八
―
一
九
四
三)｣

(『

臺
灣
史
研
究』

第
一
七
巻
第
一
期
、

二
〇
一
〇
年
三
月)

一
六
四
―
一
六
五
頁
。
前
掲
注

(

52)

王
泰
升
著
二

三
七
―
二
三
八
・
二
四
〇
―
二
四
一
頁
。

(

�)

参
照
、｢

朝
鮮
・
台
湾
同
胞
ニ
関
ス
ル
処
遇
改
善
ニ
関
ス
ル
与
論
指
導
方

針

(

外
務
省
外
交
史
料
館)

、R
ef.
B
02031289000,

JA
C
A
R
(

ア
ジ
ア

歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー)

[

原
文
、
ア
ド
レ
ス
等
有
り]

、
一
九
四
五
年
に
台

湾
総
督
府
財
務
局
長
高
橋
衛
は
衆
議
院
で
質
疑
を
受
け
、
答
弁
の
時
に
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。
即
ち

｢

ち
ょ
う
ど
今
年
は
台
湾
領
有
五
十
周
年
で
し

て
、
そ
こ
で
十
年
で
完
全
に
終
え
る
蕃
地
で
の
特
別
行
政
を
、
一
般
の
普

通
行
政
区
域
に
編
入
す
る
計
画
を
、
そ
の
記
念
事
業
の
一
つ
と
す
べ
き
で

あ
り
ま
す
。
我
々
は
漸
次
こ
の
政
策
を
推
進
す
る
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。｣

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
委
員
会

『

昭
和
二
〇
年
三
月
二
〇
日

議
事
録』

一
七
頁
に
見
え
る
。
日
本
帝
国
議
会
会
議
録
シ
ス
テ
ム
。[

原
文
、

ア
ド
レ
ス
等
あ
り]

。

(

�)

こ
こ
で

｢

台
湾
の
法
律
家｣

と
称
す
る
の
は
法
律
専
門
職
と
な
っ
た
台

湾
人
で
あ
り
、
ゆ
え
に
概
念
上
は
日
本
統
治
の
初
期
に
台
湾
社
会
に
現
れ

た
法
律
専
門
職
と
し
て
の
日
本
人
は
含
ま
な
い
。
こ
れ
は
台
湾
の
初
め
て

現
れ
た
法
律
専
門
職
の
日
本
統
治
時
期
の
民
族
集
団
の
分
類
に
基
づ
い
て

行
な
う
定
義
で
あ
る
。
第
一
世
代
の
台
湾
の
法
律
家
の
中
で
、
戦
後
台
湾

の
第
一
世
代
の
法
学
者
と
な
っ
た
も
の
は
極
少
数
に
す
ぎ
な
い
。
参
照
、

王
泰
升

｢

四
個
世
代
形
塑
而
成
的
戰
後
臺
灣
法
學｣

三
三
―
三
六
頁
。

(

�)

参
照
、
鄭
松
�(

署
名
は

｢

鄭
雪
嶺｣)

｢

就
民
商
法
施
行
而
言｣

(『

臺

灣
青
年』

第
三
巻
第
四
号
、
一
九
二
一
年
一
〇
月
、
漢
文
部)

一
七
―
二

一
頁
。

(

	)
参
照
、
林
呈

(

署
名
は

｢

記
者｣)

｢

施
行
民
商
法
宜
置
除
外
例｣

(『

臺
灣
青
年』

第
三
巻
第
四
号
、
一
九
二
一
年
一
〇
月
、
漢
文
部)

二
一
―
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二
六
頁
、
林
呈
�｢

民
法
の
親
族
規
定
を
臺
灣
人
に
適
用
す
る
法
案
の
疑

義｣
(『

臺
灣』

第
三
巻
第
六
号
、
一
九
二
二
年
九
月
、
和
文
之
部)

二
一
―

三
五
頁
。

補
記二

〇
一
四
年
一
月
二
七
日
に
名
城
大
学
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
・
谷
口
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
一
環

｢

慣
習
と

『
近
代』｣

研
究
会
の
第
二
部
と
し
て
、
台
湾
大
学
法
律
学

院
特
聘
教
授
王
泰
升
氏
に
よ
る
講
演
が
行
な
わ
れ
た
。
講
演
題
目
は

｢

慣
習
と
近

代
法
―
台
湾
に
お
け
る
慣
習
の
国
家
法
化
を
例
と
し
て
―｣

で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
そ
の
時
の
報
告
が
基
づ
い
た
と
こ
ろ
の
原
稿
に
帰
国
後
王
泰
升
教
授

が
加
筆
し
た
も
の
で
、『

台
大
法
學
論
叢』
に
掲
載
を
予
定
す
る

｢

論
台
灣
社
會
上

習
慣
的
國
家
法
化｣

の
日
本
語
訳
で
あ
る
。

講
演
会
の
当
日
は
加
藤
雄
三
氏

(

関
西
学
院
大
学
・
中
京
大
学
講
師)

が
通
訳

を
担
当
し
て
お
り
、
本
稿
の
翻
訳
も
一
部
担
当
を
お
願
い
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た

の
だ
が
、
日
程
が
合
わ
ず
、
松
田
一
人
に
よ
る
翻
訳
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
王
泰
升
教
授
の
今
回
の
論
文
は
か
な
り
の
分
量
で
あ
っ
た
た
め
、
二

回
に
分
け
て
の
掲
載
と
な
っ
た
。
な
お
文
中
の

[
]

は
訳
者
に
よ
る
補
注
で
あ

る
。
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